
通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくり

に関する研究（アセスメントシート分析パッケージの開発）

2月21日（日）に開催した岡山県総合教育センター教育研究発表大会において、標記テーマで特別支援教

育部が今年度取り組み、開発した「アセスメントシート分析パッケージ」について発表しました。本号では、

そのときに発表した内容を中心に紹介します。

＜背景＞
平成24年７月に中央教育審議会から出された「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築

のための特別支援教育の推進（報告）」の中で、「基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のな

い子どもができるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが授業

内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を

身に付けていけるかどうか、これが最も本質的視点であり、そのための環境整備が必要である」と述べられ

ています。このことから、通常の学級においても、特別支援教育の観点を取り入れ、特別な支援を必要とす

る児童生徒を含め、全ての児童生徒にとって学びやすい授業づくりを行うことが求められています。

こうした動向の中で、平成25年４月に岡山県教育委員会が策定した「第２次岡山県特別支援教育推進プラ

ン」では、通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりの取り組みが示されました。さ

らに、平成27年３月には、教育庁特別支援教育課から「通常学級の特別支援教育ガイド」が出され、本県が

考える「特別支援教育の観点を取り入れた通常学級の授業づくり」について、「特別支援教育と通常学級の

教科教育のアプローチを融合し、①授業のユニバーサルデザインの考え方をもとに、すべての子どもがわか

る・できる喜びを実感できることをめざした教科の指導の工夫と、②実態把握に基づいた個別の配慮のダブ

ルスタンダード」という方向性が示されました。

しかし、特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりについて、見通しをもたせることや視覚的支援を取

り入れること、教室の前面の刺激を少なくすることなどができていればよいといった捉え違いをしている場

合があると聞きます。このような方法だけを取り入れることの落とし穴として、愛媛大学の花熊暁教授は、

「特別支援教育研究」12月号（2011、東洋館出版社））特集「保存版通常の学級の授業ユニバーサルデ

ザイン」の中の提言「学校全体で取り組む授業ユニバーサルデザイン－子ども一人ひとりを大切にす

る授業をめざして－」において、「授業のユニバーサルデザイン化を視覚的手がかりの使用やワークシ

ート、ヒントカードの使用といった『形』の取り入れだけで考えてしまうと、目の前にいる子どもから始ま

る『生きた授業』から離れてしまう危険がある」と述べています。

支援は子どもの実態から導き出される必要があります。そのため、岡山県総合教育センターの先行研究に

おいて子どもの学習に関わる認知面の特性を八つの観点から測定し、把握した困難さを軽減する支援を行う

ための実態把握ツールとして「アセスメントシート」を独自に作成しました。
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＜アセスメントシートについて＞
アセスメントシートは、次に示す八つの観点それぞれに対応した問題で構成されています。小学校低学年

（１～３年）用、高学年（４～６年）用、中学校用の３種類があり、それらの問題を実施した結果をもとに、

八つのそれぞれの観点から実態を理解するとともに、複数の観点を関連付けることで更に詳細な実態を把握

することができます。

例えば、Ａ児は、日頃から教師の話を聞いている アセスメントシート 八つの観点

ように見えますが、説明をした後に「どうすればい ①ことばを見つけよう 【音読・黙読】

いの？」と尋ねてきたり、指示したとおりの行動が ②書き写そう 【視写】

とれなかったりするなどの気になる行動がみられて ③見た数を答えよう 【視覚的な短期記憶】

いました。そこで、Ａ児のアセスメントシートの結 ④説明を聞いて答えよう 【聴覚的な言語理解】

果をみると、標準得点40点以下の問題が④と⑧の二 ⑤何の絵でしょう 【他者理解・状況理解】

つありました（アセスメントシートでは、各問題ご ⑥形を写そう 【図形の認知】

との素点を標準得点に換算し40点以下である場合、 ⑦ひらがなを見つけよう 【注意・集中】

赤色表示し、その問題で見ている観点の力に何らか ⑧聞いた数を答えよう 【聴覚的な短期記憶】

の困難さがあると考えています）。Ａ児には④聴覚

的な言語理解と⑧聴覚的な短期記憶に困難さがあることを関連付けて考えると、Ａ児には聞く力に弱さがあ

ると考えられます。そのため、担任は、話す内容を具体的で分かりやすいものにしたり、視覚的な手がかり

を添えて説明したりするなどの配慮をするようにしたところ、Ａ児の気になる行動が少なくなり、状態が改

善されました。

ところが、アセスメントシートを実施した学校に当センター指導主事が訪問し、アセスメントシートの結

果について担任等と検討する際に、担任等から「複数の観点を関連付けて考えていなかった。観点の関連づ

けは難しい。」などという話を聞くことが多くありました。通常の学級の担任が自分だけで複数の観点を関

連させて指導・支援を導き出すには、アセスメントシートの結果を的確に理解（解釈）できにくい面があり、

学校現場で十分に活用しきれていない状況もありました。

そこで、今年度の研究において、アセスメントシートを学校現場でより有効に活用できるようにするため、

アセスメントシートの結果から学級集団及び個の学習上の困難とそれに対応した指導・支援の方法を一括し

て提供する「アセスメントシート分析パッケージ」（以下、「分析パッケージ」といいます）を開発するこ

とを目的に掲げて取り組みました。

＜アセスメントシートの活用に関わる課題＞
分析パッケージの開発に当たっては、アセスメントシートの結果から複数の観点を関連付けて指導・支援

を導き出す過程における課題を明確にするために、質問紙調査を実施しました。（質問紙調査に関する詳細

については、当センターWebページに掲載する研究紀要をご参照ください。）

その結果、次の二つの課題が挙がってきました。その一つは「複数の観点を関連付けることの困難さ」で

あり、もう一つは「複数の観点を関連付けた後、指導・支援を導き出すことの困難さ」でした。前者につい

ては、約半数の教員が複数の観点を関連付けられていない現状がありました。「どの観点とどの観点に関

連性があるのか分かりにくい」「複数の観点を関連付けてみたが、それが適切であるか判断がしづらい」

などの回答があり、複数の観点を関連付けることに困難さがあることが明らかになりました。後者につい

ては、複数の観点を関連付けることはできたが、そこから指導・支援を導き出すことに困難さを感じてい

る割合が大きいことが分かりました。その理由として「どんな指導や支援の方法があるのか知識がない」、

「指導・支援を考えてみたが、効果がある方法なのか自信がない」などの回答もあり、具体的な指導・支

援を導き出すことの困難さが明らかになりました。そこで、これらの二つの課題等への対応を図り、アセ

スメントシートの結果を理解し、活用しやすくするための分析パッケージの開発を行うこととしました。



＜分析パッケージの具体＞
今回の分析パッケージ開発に当たって、まず、図１に示す「学級集団理解シート」を見て、学級集団及

び個の特徴を導き出すための手順を作成し示すことにしました。そして、その手順は、「学級集団理解シ

ート」の画面の左下のタブに示すことにし、手順①～④に沿って、確認すべきポイントを事前にチェック

したり、例示された観点の関連性から自分の学級の様子に合った項目を選択したりすることによって、学

級集団や児童生徒一人一人の特徴を把握することができるようにしました。

手順①～④についてもう少

し説明をすると、手順①では、

「学級集団理解シート」を見

る前に、アセスメントシート

が測ろうとする力を再度確認

できるようにしています。手

順②では、「学級集団理解シ

ート」の下側の棒グラフから、

学級集団の傾向を理解するた

めの手順を示しています。手

順③では、「学級集団理解シ

ート」でアセスメントシート

図１ 「学級集団理解シート」 の結果を見るときに、確認す

べきポイントを事前にチェッ

クしておくことで、一人一人の結果を理解しやすくする手順を示しています。手順④では、アセスメント

シートの結果を学校全体で共通理解し、活用していく手順を示しています。

次に、アセスメントシートの活用に関わる課題の一つである「複数の観点を関連付けることの困難さ」

への対応については、八つの観点の中で、相互に関連性があると認められる観点の組合せについて検討し、

強い関連性があると考えられる18通りの組合せを導き出すとともに、図２に示す「個別理解シート」に表

示する際の標準得点が40点以下の八つの各観点と観点の組み合わせの優先順位を決めました。もう一つの

課題である「複数の観点を関連付けた後、指導・支援を導き出

すことの困難さ」への対応については、「個別理解シート」に

設けたコメント欄に標準得点が40点以下の観点がある場合に推

測される学習上の困難さとそれに対する指導･支援の例を自動

表示するようにしました。

こうして開発した今回の分析パッケージの活用により、従来

に比べてより的確に実態把握ができ、授業改善に役立てやすく

なったと考えていますので、各学校での活用をよろしくお願い

します。

なお、アセスメントシートは、子どもたちの学習に関わる認

知面の特性を把握するツールですが、ＷＩＳＣなどの個別式知

能検査や発達検査のように詳細な把握ができるものではありま

せん。そのため、アセスメントシートを活用する際には、分析

パッケージによる把握とともに、これまでどおり教員による授

業の行動観察を併せて検討し、総合的に実態把握をすることが

必要になります。この点には十分ご留意願います。

図２ 「個別理解シート」

個別理解シート
↓表示したいデータ番号 番 氏　　名

1 1 ○○○○

60 60 60 60 60 60 60 60

50 50 50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40 40 40

70 70 70 70 70 70 70 70

①　ことばを見つけ

よう
②　書き写そう

③　見た数を答えよ

う

④　説明を聞いて答

えよう
⑤　何の絵でしょう ⑥　形を写そう

⑦　ひらがなを見つ

けよう

⑧　聞いた数を答え

よう

個 人 得 点 4 31 4 1 8 1 16 1
個人標準得点 45.3 56.8 55.3 29.9 27 40 51.2 33
ク ラ ス 平 均点 5.3 28.0 2.3 2.3 11.2 2.2 12.1 1.9
クラス標準得点 50.1 52.8 43.9 48.3 49.8 47.7 43.6 47.5

困難さ

支援・配慮

⑤

アセスメントシートの結果から考えられる学習上の困難さと支援・配慮の例（個人標準得点が40点以下の問題がある場合，コメントが表示されます）

④⑧ ⑥

問題⑤は，視覚情報の重要
な点への注目に関わる力を見

ています。
問題

問題⑥は，図形認知・空間
認知に関わる力を見ていま

す。

問題④は，聴覚的な言語理
解・記憶に関わる力，問題⑧

は，聴覚的短期記憶に関わる

力を見ています。

図形の構成を理解すること
が苦手であることから，学年

相応の図形を描いたり，図画
工作科や美術科で構図をとっ

たり，算数・数学科の図形領

域の学習を理解したりするこ
とが苦手であると考えられま

す。また，文字列をそろえて
書いたり，マス目の中に文字

を収めたり，文字自体のバラ

ンスをとり形や大きさを整え
て書いたりすることも苦手で

あると考えられます。

書く時間を十分に確保した

り，ワークシートを使用する
など書く量を調整したりする

ことが有効だと思われます。

また，扱いやすい筆記用具や
マス目，補助線のあるノート

を使用するなどして，書字や
作図の負担を軽減すると効果

的だと考えられます。

聴覚的な情報入力に困難さ
があるため，集団場面や長い

説明の際には，話の内容を聞
き取ったり，聞いたことを理

解したり，記憶したりするこ

とができず，話し合いについ
ていけないことなどが考えら

れます。

正しく情報の取捨選択がで

きるよう，視覚情報は精選し
て提示した上で，重要なポイ

ントを指さしや枠囲み，色

チョーク等で注目を喚起する
などの手立てが必要であると

考えられます。また，いくつ
かの情報を統合させることが

できるよう，情報のまとまり

が分かるように順番を示すな
どの支援も有効であると考え

られます。

聞く活動の際には，注意を

喚起し，きちんと注目したの
を確認してから指示や説明を

したり，分かりやすく短い言

葉で簡潔に指示をしたり，聞
き誤りやすい言葉は板書をし

たりするなどの配慮が考えら
れます。

視覚情報の重要な部分に注
目する力が弱く，自分の興味

のある部分のみに注目しやす
いことが考えられ，情報の捉

え方が断片的になりやすいこ

とが予想されます。そのた
め，複数の情報を統合させ

て，全体的な文脈のに沿って
情報を理解することや複数の

情報の中からより重要な情報

に着目し，選択したりするこ
とが難しいことも予想されま

す。
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今後、当センター特別支援教育部では、分析パッケージを活用した学校のデータを蓄積するとともに、

その効果や課題等についての意見や感想をお聞きしながら、通常の学級における特別支援教育の観点を取

り入れた授業づくりに役立つ分析パッケージとして活用されるように学校現場のニーズに応じた必要な改

良を行っていきたいと思います。

＜分析パッケージ送付の申込みについて＞
今回、開発した分析パッケージについて、その活用を希望する学校には、次の手続きによりお申込みいた

だいた上で、送付しています。ご希望のある学校は、当センター特別支援教育部まで電話でご連絡ください。

【電話番号 ０８６６－５６－９１０６】

○すでにアセスメントシートをお持ちの学校へ

今回の分析パッケージの送付を希望する場合は、改めて管理職の方から当センター特別支援教育部長へ電

話でお申込みください。

○アセスメントシートのことについて知りたい学校へ

アセスメントシートのサンプル版を送付しますので、電話でご連絡ください。

○初めてアセスメントシートを活用したい学校へ

アセスメントシートを実施したい旨を電話でご連絡ください。その際、次の「アセスメントシートを実施

するにあたっての留意事項」について、センターから説明します。その上で、管理職の了解のもと、アセス

メントシートを実施することが決まりましたら、管理職の方から当センター特別支援教育部長へ電話でお申

込みください。

「アセスメントシートを実施するにあたっての留意事項」

①児童生徒の障害の有無を判断するものではありません

アセスメントシートは、その結果を授業における指導・支援にどのように役立てるかを目的に作成

したものです。アセスメントシートから得られた情報に加え、普段からの行動観察等から得られる情

報を総合的にアセスメントして、より適切な指導・支援を導き出していくという趣旨を理解された上

で、活用してください。

②保護者へアセスメントシートを実施することを事前に連絡してください

アセスメントシートには、知能検査等を参考にして作成した問題があり、保護者の方に実施に関す

る誤解を招く恐れがあります。そのため当センターでは、学年便り等を利用して事前の説明を行うこ

とを推奨しています。また、先生方が教育相談などで保護者の方に対して説明や情報提供をする場合

には、次の点に留意してください。

・アセスメントシートの結果のみを伝えるのではなく、日々の行動観察などと併せて総合的に児童生

徒の実態を捉えて説明する。

・アセスメントシートの検査問題や結果の情報は、厳重に管理し、保護者や本人に対して「個別理解

シート」の結果を説明する場合は、口頭による説明とし、提示や配付をしないようにする。

③小学校第１学年には早い時期での実施は避けてください

小学校第１学年の標準値データの集計分析は、二学期後半から三学期のものをもとにしています。

また、アセスメントシートは、平仮名の読み書きができることを前提に作成しています。そのため、

一年生の一学期など早い時期は、読み書きのスピードなどに個人差が大きく、正しい測定値が出ない

可能性があります。問題を確認いただいて実施時期については、よくご検討ください。



④音声ＣＤ（同封）を使用して実施してください

アセスメントシートを実施する教員によって結果に差が生じないようにするため、アセスメントシ

ートと同封の音声ＣＤを必ず使用するようにしてください。

○その他、アセスメントシートに関する研修や結果の見立てについて希望に応じます

アセスメントシートの説明や、アセスメントシート結果の見立て等についてのご依頼についても、当セ

ンター特別支援教育部へ電話でご連絡ください。

また、当センターが行った通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりやアセスメン

トシートに関する研究の次に示す研究成果物については、当センターWebページに掲載（ダウンロード可）

していますので、ご活用ください。その他、教育研究発表大会当日の分科会の様子を撮影・編集したＶＴＲ

をe-ラーニングに掲載しますので、ご覧ください。

・ブックレット「通常の学級における特別支援教育の観点から見た学級経営・授業づくり」（平成21年3月）

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h20/08project01.pdf

・研究紀要「小・中学校の通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりに関する研

究－児童生徒を理解するためのアセスメントに焦点を当てて－」（平成23年2月）

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/h22/10-03.pdf

・ブックレット「通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくり－アセスメントシート

を活用して－」（平成23年2月）

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/h22/10-03booklet.pdf

・研究紀要「小・中学校の通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりに関する研

究Ⅱ－アセスメントシートの検証を中心に－」（平成25年2月）

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/12-06.pdf

・ブックレット「通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりⅡ－児童生徒の実態

把握を大切にした授業づくり－」（平成25年2月）

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/12-06booklet.pdf

・研究紀要「通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりに関する研究（アセスメ

ントシート分析パッケージの開発）」（平成2八年2月）

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h27/15-05.pdf

（特別支援教育部 林 栄昭）

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h20/08project01.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/h22/10-03.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/h22/10-03booklet.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/12-06.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/12-06booklet.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h27/15-05.pdf
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研修講座へのご参加、ありがとうございました

今年の夏は大変な猛暑でした。この夏に実施し

ました特別支援教育に関する研修講座には、多数

の先生方に参加していただきました。

（希望研修講座全１７講座 のべ９５４人参加）

アンケートの結果を見ても、授業に生かしてい

きたい、校内で実践していきたいなど、肯定的な

意見が多く、２学期からの教育活動に生かしてい

ただけることと期待しています。

発達障害３研修講座（青年期）

今年度、当センターでは、研修の成果検証に焦点を当て、参加された先生方が

その研修内容をどのように活用されたかについて追跡調査を行っていきます。今

年度は、新任コーディネーター研修講座（参加者１００名）に参加された先生方

から、 12 月頃を目処に再度意見をいただく計画です。具体的には、 5 月の研修講

座において、コーディネーターの任務・役割につ

いての講義、個別の教育支援計画の作成演習を行

いました。その後、校内で支援計画を作成し、ま

た、校内でどのように共有したか、コーディネー

ターとして、どのような取組をしたか、など具体

的にお聞かせいただき、今後の研修内容の改善な

どに努めてまいりたいと考えています。是非とも

ご協力をよろしくお願いします。

特別支援学級等新任担当教員研修講座

特別支援学校就労キャリア研修講座 特別支援学校授業力アップ研修講座

（各教科等を合わせた指導）

Ｎo.49 ［平成28年9月20日］

岡山県総合教育センター

〒716-1241
加賀郡吉備中央町吉川7545-11

TEL(代) (0866)56-9101
（特別支援教育部)(0866)56-9106
〈特別支援教育部相談専用電話〉

TEL (0866)56-9117
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp
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さて、現在、次期学習指導要領改訂に向けて、審議が

行われています。この中で、特別支援教育の捉え方が教

育全体へと浸透していくような大きな動きがあります。

改訂に当たっては、「社会に開かれた教育課程」という視

点が重要なポイントです。つまり、情報化、グローバル

化を背景に、子供たちが社会や世界に向き合い、関わり

合いながら自分の人生を切り開いていくために必要な力

を身に付けていくことが、教育に求められ、教育課程に

位置付けられていきます。

次期学習指導要領を特別支援教育の観点から一部紹介すると、次のような具体

的な新しい方策が出ています。

○全ての学習指導要領に特別支援教育の観点や指導上の配慮事項を明記す

る

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校など、全ての学校に、発達障害

を含めた障害のある幼児児童生徒が在籍する可能性があることを前

提とする。

・幼稚園保育要領、幼保連携型認定こども園保育要領、小・中・高等

学校学習指導要領に各教科等の目標を実現する上で考えられる困難

さに配慮するために必要な支援を示す。

○高等学校における通級指導教室の制度化

・平成３０年度からの実施に向けて、省令の改正や周知のための説明

がある。

・通級指導における修得単位数等の取り決めや実施校の決定がある。

○道徳科の学習評価について

・特別支援学校における「特別な教科道徳」が新設され、指導要録へ

児童生徒の道徳性に係る成長の様子について特に顕著な状況等を記

述する。

・道徳科の指導に当たり、集中することや継続的に行動をコントロー

ルする困難さ等、発達障害等のある児童生徒へ配慮を行う。

○学習評価観点の改善

・「知識・理解」「技能」「思考・判断・表現」

「関心・意欲・態度」の４観点での評価から、

「知識・技能」「思考・判断・表現」「学びに

向かう力、人間性等」の３観点に変わる計画

で審議が進められる。

（学習指導要領改定の動向について

－中央教育審議会での審議経過と今後の方向性－から ）

平成３０年度より小学校から順次実施となる計画で審議が進められており、こ

の動向に注目していく必要があります。
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さて、平成２８年８月１日付け、「発達障害者支援法の

一部を改正する法律の施行について」（通知）に伴い、発

達障害者に対して、生涯に渡る切れ目のない支援を行うこ

とが更に強く義務付けられました。小学校・中学校の特別

支援学級においては、個別の指導計画・個別の教育支援計

画を作成している学校が殆どであると思いますが、今後は、

通常学級の発達障害のある児童生徒についても、その作成

が求められます。個別の指導計画と個別の教育支援計画の

違いは何か、もう一度整理してみましょう。

・個別の教育指導計画とは

幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かい指導が行

えるよう、教育計画や指導計画、個別の教育支援計画などを踏まえ

て、具体的に幼児児童生徒の教育的ニーズに応じて指導目標や指導

内容・方法等を盛り込んだ指導計画。

・個別の教育支援計画とは

障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、教育の

視点から適切に対応していくという考え方の下に、医療・保健・福

祉・労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業

後までの長期的視点に立って、一貫して的確な教育支援を行うため

に、障害のある幼児児童生徒一人一人について作成した支援計画。

（文部科学省 特別支援教育の推進：通知 H19 から ）

岡山県教育庁特別支援教育課では、この二つをまとめて記入する

形式を取っています。障害者差別解消法における合理的配慮やその

他指導上の配慮についても記述する必要が出てきます。児童生徒の

実態把握をしながら、その子供の実態に合った指導内容や指導方法

を計画的、組織的に行っていきましょう。これらの取組は、すべて障害のある子

供の自立と社会参加に向け、幸せな人生を送ることができるように

という支援する全ての人の気持ちが根底にあります。作成しなけれ

ばならないという義務ではなく、子供たちの幸せな将来を想いなが

ら、今を誠実に支援・指導するものであることを忘れないようにし

たいものです。

ここでは、高等学校の様式と記入のポイントについて紹介します。



 
 ２ 個別の教育支援計画の作成  

 「個別の教育支援計画」の様式・記入例 ① 

平成○○年度～  ○○立○○高等学校 個別の教育支援計画  No.１ 

○本人にかかわる基本事項 

     初回記入者氏名：                          初回記入年月日：H    年   月   日 

担任氏名 1年     ○○○ ２年 ３年 

ふりがな 

生徒氏名 

性 別

（  ） 

 生年月日  

                     

  平成  年  月  日 
     ○○○○ 

出身中学校      立    中学校    電 話   （   ） 

生徒の住所 
〒   －   

 ○○○○ 

保護者 

（続柄） 

 

 ○○○○ 
緊急連絡先 

保護者住所 
〒   －   

 ○○○○ 

家族構成 

続柄      氏   名     職業・学校等     その他特記事項 

○○   ○○○  ○○○○  ○○○○ 

 
○○ 

医療機関                 診 断 等 

通院の有無［ 有 ・ 無 ］ 

医療機関名：○○病院○○科 

主 治 医：○○Dｒ． 

医師による診断通院の有無［ 有 ・ 無 ］ 

診 断 名：高機能広汎性発達障害 

診断年月：平成○○年○○月 

手  帳：無し 

通院の状況：最近では，○年の○月に中学校のす

すめで病院に行った。本人は嫌がる。現在は不定

期に通院。 

 

服薬の状況：調子が悪い状況が続くときには，

不安定や緊張，興奮などの精神症状を改善

する薬を処方されたことがあるが，現在は服

薬していない。 

 生育歴・療育・教育の状況等 

 

 生育歴 

  および 

 療育・教育 

 の状況 

○カ月・・・幼稚園に入園。人見知りを全くしない。 

○歳半検診・・・ひどいかんしゃくを起こし，自傷行為も見られたので○○○の受診を勧め
られる。その時点では診断はつかず，言葉が遅いので心理訓練から始める。 

○歳頃・・・気持ちの切り替えが難しく幼稚園で時々パニックを起こす。教員が１対１で対
応し，集団行動も落ち着いてくる。家庭では手をかむなどの自傷行為を繰り返すことがあ
った。 

○歳・・・高機能広汎性発達障害の診断を受ける。 

小学校入学後・・・特に問題なく過ごすが，○年生の時に学校の塀から飛び降りて右手を
骨折するなど，交通事故によるものを含め，けがをすることが多い。 

中学校入学後・・・仲の良い二人の友達と登下校を共にし，囲碁将棋部に所属。新しい友
達を作るのは苦手。１，２年は特に問題なく過ごす。３年生になり，テキストなどの紛失が
きっかけで，友達との関係が悪化する。しばらく学校カウンセラーに週に１時間程度悩み
を聞いてもらう。少しずつ普通に学校生活を送れるようになる。 

検査結果等 WISC-Ⅲ（中央児童相談所にて平成○年○月）全IQ＝１１０，VIQ＝１１５，PIQ＝１０２ 

○ ○ 

この１枚目は，プロフィー
ルシートとして，初めに作
成して，３年間そのまま使
うものです。変更点のみ
加筆修正します。 

診断があれば，診
断名とその年月日
を記入。療育手帳
等の取得があれ
ば記入をします。 

対象生徒に
ついての基
礎的な情報
を把握しま
す。 

医療機関に
ついて記入
します。初診
のきっかけ，
現在までの
経過，通院
の頻度等に
ついて記入
します。 
保護者から
聞き取った
情報を記入
します。 

高等学校 ハンドブック『自分らしく かがやく～発達障害のある高校生のための指導・支援～』岡山県総合教育センター（平成27年9月） 



 
 ２ 個別の教育支援計画の作成  

 「個別の教育支援計画」の様式・記入例 ② 

※様式については，岡山県ホームページ「岡山県教育庁特別支援教育課の高等学校における特別支援
教育（パンフレット）について」をご覧ください。 http://www.pref.okayama.jp/site/16/detail-61830.html 

平成○○年度～  ○○立○○高等学校 個別の教育支援計画  No.２ 

  記入年月日  平成○○年○月○日    記入者氏名       （           ） 
   生徒氏名：  年    （           ）  

現在の様子及び支援（○保護者，※他の機関からの連絡事項も含む） 

現在の様子 現在行っている支援 

学 

 

習 

・まじめでしなければならないことはきちんとこ

なそうと努力する。多くの教科においてノート

はきちんととっており，課題などは基本的には

提出できるが，期日に遅れると精神的に不安

定になることがある。 

・特定の教科（特に日本史）については，反抗

的な態度をとることもあり課題の提出が極端

に少ない。 

・突然の変更などには対応しづらく混乱すること

があるのであらかじめ指示を明確に出す。 

・学習のルールや順序，優先課題などについて，

プリントなどにより文字にして目に見える形で知

らせることが有効。 

・日頃から授業担当者間等での共通理解と情

報交換は必須であるが，特に調子の悪いときに

はそのことを知った上での声かけが必要。 

 

行 

 

動 

・一人で過ごすことが多いが，複数の仲の良

い友人とは話ができる。 

・臨機応変にものごとに対処していくことが難

しい。 

 

・特に手を打てていない。 

（※本人の要望と保護者の要望を聞きながら，

スクールカウンセラーとも相談し，学年で話し合

いをし，校内委員会でも必要な支援について検

討し，２学期はじめには個別の教育支援計画に

記載すると共に，保護者とも懇談時に相談，共

通理解をする。） 

 

 

対 

 

人 

・他人とコミュニケーションをとりづらい。（保健

室では，「一人でもいい」と言うことがある。） 

 

そ 

の 

他 

・部活動において，大きな大会などがあると不

安になる。（部活動では，仲が良い友達がい

ると，試合に出場できるようになってきてい

る。） 

・複数のことを同時にこなすことが難しくストレ

スになっていく。 

・担任とコーディネーター，部活動の顧問，教科

担当等の関係する教職員間で連絡を密にし，

連携を図る。保護者からの情報など，本人に配

慮すべき情報についても，共有して必要な支援

を検討する。 

将来の生活・現在の生活についての希望（将来◎・現在○） 

本 

人 

○部活動と勉強との両立を図ること。 

◎大学への進学を希望。 保 

護 

者 

○トラブル等あったときには，本人の特性を理

解した上で手助けをお願いしたい。また，家庭

にもすぐに連絡がほしい。 

◎働くようになって，職場の人と上手に付き合

ってほしい。 

支援の目標（長期◎・短期○） 
◎優先順位を確認して落ち着いて生活することができる。（スケジュール管理・計画的行動） 

○確認する習慣を身に付け，課題等の提出を確実にする。（提出率の向上。締め切りに間に合わなく

ても引き続き取り組み，提出ができるようにする。） 

◎困ったときに自分から発信できる力を身に付ける。（悩みを周囲に相談できる力。アドバイスを求め

やすくする。） 

○集団で活動する際や，複数の活動や役割をこなす際などに，教師等と相談しながら不安なく活動に

臨むことができる。 

この「現在の様子及び支援」の欄は，「支援の目標」を設定するための
現状の実態把握に関する情報を記入します。 

変更点は加筆修正をしていきます。 
本人や保護
者の希望や
願い，卒業
後や将来の
進路希望等
について記
入します。 
ケース会議
等を経て，
目標を設定
して記入し
ます。 

 ・左の欄には，
各項目ごとの
生徒の現状に
ついて気にな
る点や課題と
感じられる点を
記入します。  ・右の欄には，
高等学校入学
後からどのよう
な支援（配慮
や対応）をして
いるか記入し
ます。  



開所10周年記念式典・記念講演会が開かれました
２月19日、県内の教育関係者を招いて、

開所10周年記念式典を行いました。式典では、
竹井県教育長と起塚所長が10周年を振り返
り、挨拶を述べました。式の後には、文部科
学省初等中等教育局の田村学視学官から「次
期学習指導要領の方向性～アクティブ・ラー
ニングの視点による不断の授業改善～」と題
して記念講演が行われました。
当総合教育センターが開所した平成19年

は、「特殊教育から特別支援教育への転換」が
図られた最初の年でもあり、特別支援教育部
の業務は、時代の変化や学校現場のニーズに
対応しながら取り組んできた10年でありました。
そして、今後は、次期学習指導要領に向け「社会に開かれた教育課程」に対応すべく、

引き続き研究を重ねていきたいと考えています。

平成28年度教育研究発表大会
午後からの研究発表大会では、県内外から約1４0名の先生方が御参加くださり大変

ありがとうございました。

○特別支援教育部の発表
「通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくり

－アセスメントシート分析パッケージの活用－ 」

今回の発表では、小学校・中学校２校の実践を
もとに、この分析パッケージを活用した成果や変
容についての報告を行いました。実践された先生
からのコメントを聞いて、「次年度活用してみた
い」という声も届いています。岡山大学の丹治敬
之先生から、アセスメント分析パッケージを活用
する上でのポイントについての助言もいただきま
した。今後ますます活用する学校が増えることを
期待しています。

このアセスメントシートを開発して以来、3月
１日現在で、県内では、約300件、県外からは約
100件の送付依頼や問い合わせがありました。

今後も普及を図ってまいります。

丹治先生の助言

Ｎo.50 ［平成29年3月21日］

岡山県総合教育センター

〒716-1241
加賀郡吉備中央町吉川7545-11

TEL(代) (0866)56-9101
（特別支援教育部)(0866)56-9106
〈特別支援教育部相談専用電話〉

TEL (0866)56-9117
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp



コラム （つうしん50回記念）

アセスメントシート分析パッケージ開発への想い
～子供を変えるのではなく、我々の授業の在り方を変えよう！～

アセスメントシートを開発し、発表したのが、平成23年の３月。あれから６
年が経とうとしています。アセスメントシートの開発を始めた平成21年は、ち
ょうど、通常の学級に在籍する発達障害のある子供たちを含んだ一斉授業の在
り方に関心が高まっていた頃でした。

通常の学級における授業は、学年という枠組みごとに学習内容が規定されて
いるため、子供の認知等に困難があっても、原則として、当該学年の学習内容
を学ぶことになります。つまり、通常の学級では、学習内容を量的に軽減する
ことによって、子供たちを援助するには限界があると言えました。

そこで、通常の学級において授業を考えるに当たっては、学習内容を量的に
軽減するという視点ではなく、指導・支援方法に着目し、それを子供たちが学
びやすいものに工夫するという視点が必要だと考えたのです。そのためには、
教師が、一人一人の子供の学び方の特徴や学級集団としての傾向を把握する必
要があります。当センターでは、その学び方の特徴・傾向を把握するための実
態把握ツールとして、アセスメントシートを開発したのです。

アセスメントシートは、発表以来、何度か改訂を加えながら、昨年の２月に
「アセスメントシート分析パッケージ」として発表したわけですが、開発当初
からのコンセプトは全く変わっていません。それは、「子供を変えるのではなく、
我々の授業の在り方を変えよう」ということです。今後も、子供
たちの「分かった」「できた」を支えるための一助として、多く
の学校に活用されることを願っています。

（特別支援教育部 指導主事）

アセスメントシート実施DVD
（小学校第１～３学年用）

アセスメントシートを実施する際
には音声CDを使用しますが、特に、
聴覚的な情報入力に困難さのある低
学年の児童には分かりづらい点があ
りました。
そこで、小学校第１～３学年用の

「アセスメントシート実施DVD」を
作成し、学級の実態に合わせて、音
声CDか実施DVDかを選択して使用
できるようにしました。

ブックレットのダウンロードはこちら

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h28/

通常の学級における

特別支援教育の観点を
取り入れた授業づくり
－ アセスメントシート分析パッケージの活用 －

平成２９年２月

岡山県総合教育センター



成果検証 「新任特別支援教育コーディネーター研修講座」

本通信49号でも紹介しましたが、今年度は研修講座の成果を検証するため、12月に
アンケート調査を行いました。協力いだたいた学校の先生方、ありがとうございました。
アンケート結果の概要について紹介します。

質問１ 研修した内容の活用状況 ※回答数（77／100人）
１：すでに活用している ６１人

２：活用の仕方を考えているところである １５人

３：活用できていない １人

質問２ どのように活用したか （質問１で「１」と回答した人のみ）（複数回答可）

さて、電話相談や教育相談を行っている際、保護者の方から時に次のようなことを伺
うことがあります。
「コーディネーターって、うちの学校にもおられるんですか？」
「コーディネーターさんに相談してもいいんですか？」
そもそも、特別支援教育コーディネーターにはどんな役割があるのでしょうか。

特別支援教育コーディネーターとは、各学校における特別支援教育推進のために、
主に、次の役割を担う教員です。
・特別支援教育に係る校内委員会、校内研修の企画・運営
・関係諸機関・学校との連絡・調整
・保護者からの相談窓口
「特別支援教育の推進について（通知）19文科初第125号 平成19年4月1日」

県内の学校には、現在、コーディネーターが配置されています。校長が指名し、校務
分掌に位置付けられているものです。しかし、実際の取組は、学校で様々であり、時に
はその存在が保護者に知らされていないこともあるようです。年度初めのPTA総会や４
月の学校便り等で、コーディネーターが誰か、具体的にどんな仕事をするのかを明確に
保護者に伝える必要があります。
そして、この時期には、１年間のコーディネーターの取組をまとめ、次年度に引き継

いでいきましょう。

50

43

33 31
34 33

30

46

35

21

50

5

0

10

20

30

40

50

60

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

研修後の活用状況

①個別の教育支援計画の作成等の促し ②校内委員会の連絡調整 ③担任の相談･助言

④校内研修の企画・運営 ⑤保護者の相談 ⑥担任とともに保護者支援

⑦関係機関との連絡調整 ⑧対象児童生徒の情報収集 ⑨学校間連携の連絡調整

⑩専門家チーム、巡回相談の連絡調整 ⑪力量アップ ⑫その他

（人）



うまくいったときこそ原因分析し、共有し、次に生かす取組を

特別支援学校の先生から、「Aくんがトイレでおしっこできたんですよ」
との知らせがありました。Aくんは重い知的障害があり、１年生の時から紙
おむつをして生活していました。担任は、毎日、学校で何度もトイレに誘
い自分で排尿できるよう支援を繰り返していましたが、なかなか思うよう
にいかない日々でした。個別の教育支援計画の目標の一つにも「トイレで
排尿できる」と示し、保護者と共有していました。そして、１年が過ぎ、
２年が過ぎ、３年も終わりかけた頃のこと、自分で少し前屈みになり、おなかに力を入
れて排尿することに成功したのです。
こうして、文章に表すのは実に簡単なことですが、これまでAくんに関わった多くの

先生方が、Aくんに寄り添い毎日毎日繰り返しトイレに誘い、向き合うという姿勢がな
ければ、この日は来なかったと思います。担任は何度も自分の手立てが間違っているの
ではないか、もっとうまくいく方法があるのではないかと自問自答をして焦ることもあ
ったでしょう。

ここで、Aくんが自分で排尿するに至った原因は何だったのか、それを分析しておく
ことはとても大切なことです。私たちは、できない原因を考えることはしても、どの手
立てがよかったのか、その要因を振り返ることができているでしょうか。この分析こそ
大切にして、関わった先生方で共有し、次に生かしたいたいところです。

そして、この成功事例で言えることは、手立てや方法も大切ですが、Aくんの心の成
長がそこにあったことを忘れてはいけません。日々の学校生活を送ることで、多くの友
達との関わりや、下級生ができたことによるお兄さんとしての自覚も芽生えたのかもし
れません。見えないところの成長が大きく関与しています。毎日の登校や運動による体
力の成長も欠かせません。腹筋がついて下腹に力を入れることができてきたのかもしれ
ません。最初にトイレで成功した時、周囲にいた先生の今までにない喜びと感動を感じ
取ったのかもしれません。そして、「Aくん、すごいね。やったね。自分でおしっこで
きたね」と褒められることでAくんは、「僕、すごいでしょ」と心で伝えてくれたのか
もしれません。

このように、特別支援学校には、日々のゆっくりした粘り強
い先生方の取組のドラマが多くあります。子供たちは、どんな
障害であれ、自分で○○したい、やってみたい、伝えたいとい
う強い思いがあります。そこに、言葉だけでなく心で対話しな
がら真摯に向き合い、寄り添い、支援を継続してきた先生方の
強い思いがあります。
個別の教育支援計画の評価に「トイレで排尿することができ

ました」の記入は、Aくんが一つ自立できたことの証明です。こ
の一文には、多くの人の溢れる思いが込められた成果でもあり
喜びでもあるのです。

次期学習指導要領では、特別支援学校の教育課程について、「社会に開かれた教育課
程」の考え方や資質・能力に基づく目標や内容を再整理していくことが打ち出されてい
ます。また、在籍する児童生徒の障害の状態や多様化に対応して、知的障害のある児童
生徒のための、各教科、自立活動、重複障害者等に対する教育課程の取扱いについても、
改善・充実を図る方向性が明らかになっています。

次年度、特別支援教育部では、「次期学習指導要領における教育課程の総合的な研究」
と題して研究を進めてまいります。アンケート等で、各市町村教育委員会を始め、各学
校等に御協力いただくこともあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。



初めて特別支援学級を担任する方のために

新年度に向けて、各学校では新しい指導体制が検討されている時期と思います。その中で、

小・中学校では、４月から初めて特別支援学級の担任になる方もいることと思います。その

方たちの多くは、新学期当初に通常の学級との違いに戸惑ったり、不安や悩みをもたれたり

するのではないでしょうか。そうした戸惑いや不安、悩みに応え、特別支援学級担任として

の指導・支援にやりがいを感じながら、障害のある児童生徒一人一人のよりよい成長を促し、

支えていただくために、当センターが行っている特別支援学級担任の方のための支援につい

て、本号では紹介します。

「特別支援学級担任のためのハンドブック

－増補版－」の紹介

このハンドブックは、当センターの平成23年度プロジェ

クト研究の成果物として、平成24年２月に発刊したものを

改訂したものです。

元々の「特別支援学級担任のためのハンドブック」を作

成することとした背景には、当センターで毎年度実施して

いる特別支援学級を初めて担任する教員を対象とした研修

講座を受講した方たちから、「子供の実態をどう理解し、

どのように関わればよいのか」「時間割の組み立て方、学

習の進め方はどのようにすればよいのか」「自立活動や生

活単元学習はどのように指導すればよいのか」などの悩み

や不安をよく聞くということがありました。こうした悩み

は、一部の担任だけでなく、多くの担任に共通する悩みで

あると思いました。しかし、困ったときにすぐに相談できる相手が校内にいない場合もあり

ます。そこで、当センターでは、特別支援学級の担任がもつ疑問や悩みに応えるハンドブッ

クを作成しようと考えたわけです。

作成したハンドブックは、本県の特別支援学級の多くを占める小・中学校の知的障害特別

支援学級及び自閉症・情緒障害特別支援学級を対象に、その学級担任として必要と思われる
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情報を網羅してまとめるようにしました。

その発刊から３年が経過した際、改めてハンドブックの内容を見直すとともに、当センタ

ー特別支援教育部共同研究の成果物として発刊した「自立活動ハンドブック－知的障害のあ

る児童生徒のために－」の内容を盛り込み、「特別支援学級担任のためのハンドブック－増

補版－」（以下「増補版」という）として改訂しました。その大まかな内容は、次の「増補

版」の目次に示すとおりです。

－ 目 次 －

＊ はじめに ６ 障害の状態等に応じた指導
１ 特別支援学級担任になって （１）各教科等を合わせた指導

（１）１年間の主な学級事務 （２）教科別の指導

（２）４月第１週にしておきたいこと （３）領域別の指導

（３）その他の４月当初の学級事務 ７ 個別の指導計画

２ 教室環境 ８ 個別の教育支援計画

３ 教育課程 ９ 交流及び共同学習

（１）特別の教育課程の編成 10 保護者との連携

（２）特別の教育課程の編成の手順 11 各種援助制度

４ 自閉症・情緒障害特別支援学級の ★巻末付録 自立活動＜手順編＞

教育課程の編成 ＜実践編＞

５ 知的障害特別支援学級の教育課程 ＊おわりに

の編成

４月から初めて特別支援学級の担任になる方はもちろん、引き続き担任をされる方にも、

「増補版」を是非活用いただき、児童生徒の迎え入れと新学年でのスムーズな学校生活がス

タートすることを願っています。

特に、初めて特別支援学級の担任になる方には、「増補版」の「１ 特別支援学級の担任

になって」を読んでいただくと、担任としての大まかな１年間の見通しと、当面４月にすべ

き具体的な仕事を思い浮かべる手がかりになると思います。また、「２ 教室環境」には、

イラストで具体的に整備された教室環境を示したり、その際の留意事項等を挙げたりしてい

ますので、年度当初の教室づくりの参考になると思います。そして、「10 保護者との連

携」は、児童生徒のよりよい成長を図り、適切な教育を行うための基盤となる保護者の方と

の良好な連携・協力関係を築いていくための参考になると思います。

また、「増補版」でこれまでのハンドブックと大きく変更したところは、自立活動の解説

に関わる二箇所です。その一つは、「６（３）領域別の指導」の中の自立活動について解説

した箇所です。もう一つは、巻末資料として、実態把握から評価までの自立活動における個

別の指導計画の作成手順について解説する＜手順編＞と、その手順に沿って作成した個別計

画に基づいた指導実践の事例を載せた＜実践編＞を追加した箇所です。この変更した箇所を

参考に、自立活動の正しい理解と適切な指導に役立てていただくことを願っています。

特に、巻末資料の最後の見開きページには「自立活動学習指導案形式例」を掲載していま

す。自立活動についての研究授業等を行うときなどに参考として学習指導案を作成し、実践



をより深めていただくことを願っています。

なお、「増補版」については、当センターWebページの次の場所からダウンロードできま

すので、御活用ください。

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h23/11-08zouho14.pdf

お勧め研修講座

当センターでは初めて特別支援学級の担任となった方を対象に、来年度も「小学校特別支

援学級等新任担当教員研修講座」及び「中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座」を次

の期日・会場で実施します。どちらの研修講座も悉皆研修ですので、該当する方は必ず受講

してください。

期日 会場 研修講座名

６月16日（金） 総合教育センター 小学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第１日）

８月２日（水） 総合教育センター 小学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第２日）

10月20日（金） 総 社 市 立 総 社 西 小 学 校 小学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第３日）

６月16日（金） 総合教育センター 中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第１日）

８月２日（水） 総合教育センター 中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第２日）

10月27日（金） 総 社 市 立 総 社 東 中 学 校 中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第３日）

どちらの研修講座も第１日は、障害の理解と支援、本人・保護者支援、特別支援学級等の

教育課程編成と指導内容等について講義、実践発表、協議により研修します。第２日は、自

立活動の指導等の内容について講義、演習を通じて研修します。また、第３日は、サテライ

ト講座として、それぞれ小・中学校を会場に特別支援学級等における授業づくりや学級経営

等について、授業参観や演習、協議を通じて研修します。特に、他校の特別支援学級等の授

業を参観することは貴重な機会になることと思います。

この３日間の研修を通じて、特別支援学級担任として必要となる基本的な知識・技能を身

に付け、よりよい授業や学級づくりに生かす力量の向上を図っていただきたいと考えていま

す。詳しい研修講座の内容については、当該学校あてに送付する当研修講座の実施要項や当

センターのWebページに４月下旬に掲載予定の「研修講座案内」を御覧ください。

また、特別支援学級担任の方のための授業づくり研修講座として、次の表に示す希望研修

を実施します。特別支援学級担任を対象とした研修講座ですので、御希望の研修講座に参加

し、他校の特別支援学級担任の方と知り合いになったり、特別支援学級の授業づくりに役立

つ情報を収集したりすることもできると思います。

期日 会場 研修講座名

８月23日（水） 総合教育センター 小・中学校特別支援学級（知的障害／自閉症・情緒障

害）授業力アップ研修講座

その他、発達障害に関する研修講座や特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりに関す

る研修講座（希望研修）もあります。詳しくは、当センターWebページの「研修講座案内」

を御覧ください。

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h23/11-08zouho14.pdf


カリキュラムサポート、学校コンサルテーション、

教育相談の活用

当センターでは、教員の方の様々な質問にお答えする「カリキュラムサポート」を実施し

ています。特別支援学級担任となって、教育課程のこと、学習指導のこと、子供の気になる

行動への対応のことなど、分からないことや困ったことなどが出てきたとき、当センターメ

ディアセンター内にあるカリキュラムサポートセンターに連絡をいただくと、相談に応じ、

できるだけの支援を行います。電話でも、来所でも相談に応じますので御連絡ください。

カリキュラムサポートの連絡先（メディアセンター）

電話：（０８６６）－５６－９１０８

電子メール：csc@edu-ctr.pref.okayama.jp

また、当センターでは、学校や学級の気になる子供に対する校内支援体制の整備に関わる

助言や支援をさせていただく「学校コンサルテーション」を要請に応じて実施しています。

これまでの指導・対応では困難さを感じる事例や、学校と外部機関との連携の取り方が分か

らない事例など、お困りの事例について御相談ください。

困ったときに一人で問題や課題を抱え込んでいても、問題は解決しないばかりか、ますま

す解決が困難な状況に陥ってしまうこともあります。問題への対応については、一人で抱え

込まず、関係者がチームとして解決に当たることが鉄則です。困ったときには、当センター

の「学校コンサルテーション」を活用してください。

学校コンサルテーションの申込先

特別支援教育部 （０８６６）５６－９１０６

その他、次のとおり教育相談も行っていますので、御利用ください。

○面接相談（予約制、１回50分）

月・水・木・金曜日9:00～19:00、火曜日13:00～19:00

○電話相談(相談専用電話：（０８６６）５６－９１１７）

月・水・木・金曜日9:00～17:00、火曜日13:00～17:00

○医師による教育相談（予約制）

原則として、毎月第４水曜日16:00～18:00（４～12月予定）



 

研修講座への御参加 ありがとうございました 
 ５月から８月にかけて実施した特別支援教育に関する研修講座では、多数の先生方に
参加していただきありがとうございました。学校現場の先生方からの価値ある実践発表
には、多くの気付きや明日からのヒントがありました。今年度も、昨年度に引き続き、
サテライト研修講座を実施したりアクティブな演習形式の研修内容を多く取り入れたり
して、学校現場に少しでも生かしていただけるよう工夫を重ねています。 

８月２１日に開催されたキャリア教育就労支援充実研修講座（高特）では、平林金属
株式会社を会場に、リサイクル作業の様子を見学し、就労支援コーディネーターによる
実践発表や情報交換等を行いました。今年度は、高等学校の先生方も参加し、特別支援
学校の先生方と生徒の就労について語り合う貴重な機会となりました。 

１０月には、教科教育部との合同開催となるサテライト研修講座があります。詳細は
当センターのWebページから御覧下さい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

キャリア教育就労研修講座（高特）          合理的配慮・インクルーシブ教育 
（平林金属株式会社）               システム基礎研修講座 

  「リサイクル作業の見学」            「明日からできることを考える」 

           
肢体不自由 授業力アップ研修講座              訪問教育研修講座  「基本の姿勢についての演習」          「教材を持ち寄ってのワークショップ」 
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特別支援学校の授業づくりと学習評価の今後 
平成２９年４月２８日告示の特別支援学校幼稚部教育要領、小学部中学部学習指導要

領の第１章総則において、今回新たに幼稚部には「指導計画の作成と幼児理解に基づい

た評価」が、また、小学部・中学部には「教育課程の実施と学習評価」の規定が示され

ました。新学習指導要領における学習評価に関する幼稚部、小学部・中学部改訂のポイ

ントは、次のようになります。 

＜幼稚部＞ 
・相対評価によらず、個人内評価により丁寧に成長や発達を見取っていくこと 
・評価の妥当性や信憑性が高められるような創意工夫を行い、次年度又は小学部、小学

校等にその内容が適切に引き継がれるようにすること（引き継ぎ資料として活用され

ること）。 
＜小学部・中学部＞ 
・児童又は生徒の良い点や可能性、進歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの

意義や価値を実感できるようにすること。また、各評価等の目標の実現に向けた学習

状況を評価する観点から、単元や題材など学習や時間のまとまりを見通しながら評価

の場面や方法を工夫して、指導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に

生かすようにすること。 
 

今回の改訂を遡ってみると、平成２６年１１月２０日の文部科学大臣諮問の中では、

教育目標・内容と学習・指導方法、学習評価の在り方を一体として捉えていこうとする

新しい時代にふさわしい考え方が審議の柱として位置付けられました。また、それを受

けて、平成２８年１２月２１日の中教審答申で「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策等について」が示されました。国

立特別支援教育総合研究所統括研究員 武富博文先生によると、そのポイントは、次の

１０点に集約できると提言されています。（「特別支援教育研究」2017 8 東洋館出版社） 

① 目標に準拠した評価を実質化するために育成を目指す資質・能力の三つの柱と関連し
た「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三観点から

観点別学習状況の評価を進めること 
② 育成を目指す資質・能力の三つの柱の中で「学びに向かう力・人間性等」については、
感性や思いやり等の幅広いものを含んでいるため、それらは観点別学習状況の評価に

なじまず、個人内評価として見取る部分があること 
③ 評価の観点として「関心・意欲・態度」を「主体的に学習に取り組む態度」に改めた
背景には、児童生徒の性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉えるなどの

誤解がみられることから、児童生徒が自らの目標を設定し、進め方を見直し、その過

程を自己評価により新たな学習へつなげ、知識や技能を習得し、思考・判断・表現し

ようとしているかといった意思的な側面を捉える評価として進めていくこと 



④ 毎回の授業で全ての観点から学習評価を行うのではなく、単元や題材等の内容や時間
のまとまりの中でトータルな視点から組織的・計画的に学習評価を行うこと 

⑤ 観点別学習状況の評価では十分に示されない内容は、日々の教育活動や総合所見を通
じて積極的に児童生徒に伝えること 

⑥ 学校全体で学習評価の改善に組織的に取り組む体制づくりが必要であること 
⑦ 資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、多種・多様で多角的・
多面的な評価を行うことや、診断的評価、形成的評価、総括的評価を適切なタイミン

グや方法で行うこと 
⑧ 教科等の特質に応じて、児童生徒が自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振
り返ったりするために、児童生徒自身による自己評価を学習活動の一環として位置付

けること 
⑨ 教員一人一人が児童生徒の学習の質を捉えることができるよう、研修の充実を図って
いくこと 

⑩ 多様な評価の充実普及など、今後の専門的な検討については、本答申の考え方を前提
として行われる必要があること 
 

子供たちにどういった力が身についたのかという学習の成果を捉えるためには、学

習評価の在り方が極めて重要になり、これまでの学習評価を見直していく必要があり

ます。そのためには、これらの１０の提言を基に新学習指導要領の改訂がなされたこ

とを踏まえて、学習評価に関する新たな視点を実際の授業に導入していくことが大切

になります。具体的には、上記の提言①に示されるように、目標に準拠した評価を実

質化するために育成を目指す資質・能力の三つの柱と関連した「知識・技能」「思考・

判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三観点から観点別学習状況の評価を

進めることが重要になります。観点別学習状況の評価を充実させることは、目標や指

導方法、手立ての妥当性、信頼性を意識した授業改善につながり、学習指導に関わる

PDCA サイクルを組織的・体系的に実施し、教育課程の改善に結び付けていくことが

可能となります。今後は、特別支援学校において、今ある授業を振り返り、新しい時

代に必要な育成すべき資質・能力は何かを考えていく必要があります。 

 

             
研究テーマ 「知的障害教育における主体的・対話的で深い学びに関する研究」   新学習指導要領で示されている「主体的・対話的で深い学び」をどう捉えるのか、
授業改善とどのように結び付けていくのかを明らかにしていく予定です。具体的な例

等も紹介します。今後、御協力をお願いすることもあると思います。どうぞよろしく

お願いします。 平成29・３０年度 特別支援教育部の共同研究 



   コラム      音楽の不思議 

先日、県立岡山南支援学校で、九州女子短期大学山田俊之特任教授による音楽の授業

があった。山田先生は、ボディパーカッションを取り入れた授業を師範された。小学部・

中学部の子どもたちと授業直前に初対面で出会うという極めて心配な環境で授業は始ま

った。この人は誰？きょとんとする子供も少なくなかった。しかし、山田先生がドラム

をたたき始めた時から、「山田先生」と「子どもたち」が繋

がった。それは、子どもがその子なりに「山田先生に注目し

た瞬間」だった。そこには、本物の音楽があり、身体に響く

素晴らしい音の集まりが子どもたちを振り向かせた。寝転ん

で教室の後方を見ていた子どもが振り返った。そこから、授

業はまさに山田マジックにかかったようだった。よい授業を

作る前提の一つに、関係性をもつことが極めて重要だが、そ

こには数分で音楽のとりこになる子どもたちが次々と現れた。「この時間は、なんだか

楽しそうだな」と思えたのかもしれない。 

音楽は障害や病気を越える不思議な魅力がある。それは、コミュニケーションの苦手

な子どもたちにも心の扉を開くことができるのではないかといった期待を抱かせる。 

山田先生の授業には視覚支援も見通しをもたせる手立ても存在しなかった。音楽のも

つダイナミックさに自由に自分を表現できる心を解放され、身体の奥の内臟にまで響く、

デジタル音ではない生の音を身体全体で感じ取り、イヤマフを外し音楽の授業に参加す

る子どもたち。いったい何が起こっているのだろう。 

かつて、自分が関わったことのある音楽の授業でも同じことが起こっていた。大音響

で流れるQＵE ENの「we will lock you」 に合わせてのリズム打ちや身体表現。「シ

ンバルマーチ」の合奏練習では、一つの教室でシンバル、大太鼓、小太鼓、キーボード、

ピアノ・・・決して心地よいとは思えない数々の音が混ざり合い耳をふさぎたくなるが、

そこに耳をふさぐ生徒は一人もいない。なぜなのか。そこに何が起こっているのか。音

楽の授業が終わった途端、生徒がイヤマフを付けたのはなぜなのか。 

事実として、T1の先生と T2～数名の先生が、２６人の生徒の目標・手立てを詳細に

立て、チームとしての動きを綿密に打合せたことは記憶している。実際の授業では、中

学校から転勤した音楽未経験の先生たちがなぜか音楽を好きになり、リズムを刻んだこ

ともない理科の先生がタクトを振り、授業を進めていた。これも、T1の先生の緻密な計

算による誘導であったのかもしれない。 

確かに言えることは、子どもたちがそれぞれ自分らしく精一杯主体的に学ぼうとする

エネルギーに満ち溢れていたこと。この授業の分析をしておけばよかったと後悔してい

る。今でも時々、あの授業の光景が思い出される。教師は、うまくいった授業の分析を

することに慣れていない。しかし、これからの主体的・対話的で深い学びを実現してい

くためのヒントは良い授業にこそ存在していると思う。     （特別支援教育部長）        
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岡山県総合教育センター教育研究発表大会が開かれました
平成３０年２月１７日（土）、２２２名の方の参加をいただき、今年度の研究発表大

会が開催されました。最終報告として「新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりの
ポイント」「不登校やいじめ、暴力行為等を生まないための学校づくりに関わる校内研
修パッケージの開発Ⅱ」「情報モラルに関する研究（スマホ・ネット問題に関する実践
事例の収集と情報提供」の三つの発表がありました。また、展示や模擬体験の他、長期
研修員の報告や中間報告がありました。最終報告については、当センターホームページ
から研究成果物をダウンロードして御活用いただきますようお願いします。

■特別支援教育部 中間報告
「知的障害教育における主体的・対話的で深

い学び」に関する中間報告を行いました。協力
校である岡山大学附属特別支援学校の先生方、
及び指導助言をいただきました広島大学川合紀
宗教授には心から感謝申し上げます。また、多
くの先生方に参加していただき、貴重な御意見
を賜りました。ありがとうございました。
今回は、文献研究による学びの位置付けと授

業参観を通しての主体的・対話的で深い学びの
三つの要素を取り出しながらこれまでの授業実
践を振り返り、授業改善の方向性を提案させて
いただきました。川合教授からは、自身の授業
をビデオに撮るなどして「主体的」「対話的」「深
い」学びのどんな要素があるか振り返ることを
提案をしてくださいました。また、これら三つの学びは、子どもだけに求めるのではな
く教師にも求められていることや自立に向け子ども自身が、何ができていて、次に何が
できるようになるかが自分で分かること、さらには自分の強み弱みをどう子どもが気付
くことができるのかといった「メタ認知の学び」が大切であり、教師がどのように指導
し気付かせていくかがポイントになる等、多くの御示唆をいただきました。来年度は更
に研究を深め、知的障害教育に携わる全ての先生方に授業改善の提案ができるよう取組
を進めてまいりますので、今後とも、御協力をよろしくお願い致します。

■平成３０年度 特別支援教育部の研究

今年度に続き、来年度も「知的障害教育における主体的・対話的で深い学
び」をテーマに掲げ、県内の特別支援学校から研究協力校、研究協力者をお
願いし、更に研究を深めてまいりますのでどうぞよろしくお願いします。
なお、本年度の研究のまとめについては、次ページに示しています。

当センターホームページにも掲載する予定です。
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なぜ、「主体的・対話的で深い学び」なのか？ 

本研究において、一年次（平成29年度）に明らかになったことを紹介します。 

研究主題：知的障害教育における「主体的・対話的で深い学び」 

に関する研究（平成29年～30年度）  これから子供たちが生きていく時代は、
グローバル化の進展や絶え間ない技術革新
等により予測困難な時代になると言われて
います。このような時代を子供たちは生き
抜いていかなくてはなりません。つまり、
今まで以上に変化に対応するための生きて
働く力が必要になってきます。この生きる
力を育てていくに当たって、教育の担う役
割は非常に大きいと言えます。 

新学習指導要領では、このような「生き
る力」を具体化して「資質・能力」として
示しました。その資質・能力を、生きて働
く「知識・技能」、未知の状況にも対応で 

きる「思考力・判断力・表現力等」、変化に積極的に向き合い、課題を解決していこうとす
る「学びに向かう力や人間性等」の三つに整理して育んでいくことにしたのです。上の図の
ように、各教科等の学習は、この三つの資質・能力を育成する重要な役割を担ってきます。
そこで、これから大切になってくるのは授業の質だと言えます。子供たちが、質の高い学び
ができるよう授業改善をしていくことは必須のこととなってきます。その授業改善の視点と
して、「主体的・対話的で深い学び」が示されたのです。これは、知的障害教育においても
何ら変わりはありません。そこで、当センターでは、今回の研究において「知的障害教育に
おける『主体的・対話的で深い学び』に関する研究」というテーマを設定しました。 

知的障害のある児童生徒の学習上の特性等 

〇学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく、実際の場面の中で生かすことが 

 難しい 

〇成功体験が少ないことなどにより主体的に活動に取り組む意欲が十分育っていないこ 

とが多い               （特別支援学校学習指導要領解説 総則編 一部抜粋）

○新学習指導要領の趣旨を踏まえ、知的障害教育における「主体的・対話的で
深い学び」の実現に向けた授業改善の視点を明らかにする

研究の目的 

 このような点を見ると、「主体的・対話的で深い学び」を小・中学校通常の学級の子供た
ちと同じようなやり方で実践していこうとすると、難しい点がいくつかあるのではないかと
考えます。それらを明確にしながら、どのような授業改善の視点をもって「主体的・対話的
で深い学び」を実現させていけばよいかを明らかにする必要があると考えました。 

   さて、ここで知的障害のある児童生徒の学習上の特性等を確認しておきたいと思います。
現行の学習指導要領解説には、次のように示されています。 

国語 社会 算数 理科 
・・・ 



知的障害教育における「主体的・対話的で深い学び」とは？ 

見通しをもち、粘り強く

振り返り、次につなげる 自己の考えを広げ深める 
〇主体的であるためには、 
・学びへの興味・関心があること

・目標意識があること

・次の課題が分かること

等が大切である

〇主体性とは、目標達成に向けて働く 
必要がある 

〇対話には、 
・書物・環境・状況との対話

・自己内対話

等も含まれる

〇対話は目標達成のために行わ 
れる必要がある 

・知識を関連付けて深く理解する

・考えを形成する

〇深い学びとは、 
・汎化に繋がる学びであること

・目標達成に向けた学びであること

が大切である

 そこで本研究では、学習指導要領等の文献、協力校の実践から、知的障害教育における
「主体的・対話的で深い学び」を次のように捉えました。また、学校現場における現状に

ついても整理しました。 

〇単なる興味・関心 
〇活動の流れのみの提示 〇考える場面の   設定の難しさ 

 〇実態に応じた目標設定の難しさ  〇各教科等を学ぶ本質的意義を捉える難しさ 現状としては・・・ 

現状としては・・・ 現状としては・・・ 
（図：次世代型教育推進センター資料を参考） 



授業改善の視点 

〈深い学び〉 
〇汎化・応用に向けた場の設定 
〇実態に応じた目標設定  

等 

〈主体的な学び〉 
〇目標を意識付ける教師の問いかけ 
〇実物を活用する単元設定 
〇記憶に配慮した振り返り 
〇生活、実際に近づけた場の設定 
〇体験から学ぶ学習設定 
〇活動への期待と結び付けた学習展開 

等 
〈対話的な学び〉 

〇思考を促す言葉かけ・環境設定 
〇個に応じた表現を引き出す関わり   （動作・〇×で表現 等） 
〇児童生徒を結ぶ教師の言葉かけ   （他者評価 等） 

等 

二年次の研究の方向性 
〇協力校、協力委員と協働し、「主体的・対話的 
で深い学び」の視点から、授業改善を行い、そ 
の実践を紹介する 

 前述のように、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の視点を明
らかにしてきました。しかし、この視点を形式的に取り入れても、それがそのまま授

業改善につながるわけではありません。深い学びの欄にも挙げましたが、目標設定は

実態に応じたものであることが大切になります。例えば、目標が難し過ぎても、易し

過ぎても深い学びにはつながりません。やはり適切な実態把握とそれに基づいた目標

設定が重要になってきます。  また、目標設定には、実態との整合という視点に加えて、その各教科を学ぶ本質的
な意義や目標も捉えておく必要があります。  このような実態と各教科を学ぶ本質的意義を捉えた上で、目標を設定し、次のよう
な具体的な視点例をヒントに授業改善を進めていくことを提案します。  

〇適切な実態把握 
〇各教科を学ぶ本質的な意義 目標設定 

※主体的な学び、対話的な学び、深い学びに挙げた視点は、協力校の実践から

得た授業改善の視点の例です。



成果検証 「新任特別支援教育コーディネーター研修講座」

研修講座の成果を検証するため、12月にアンケート調査を行いました。協力いだた
いた学校の先生方、ありがとうございました。

□質問１ 研修した内容の活用状況 ※回答数（82人／93人）
１：すでに活用している 74人

２：活用の仕方を考えているところである 5人

３：活用できていない 3人

□質問２ どのように活用したか （質問１で「１」と回答した人のみ）（複数回答可）

さて、電話相談や教育相談を行っている際、保護者の方から時に次のようなことを伺
うことがあります。
「コーディネーターって、うちの学校にもおられるんですか？」
「コーディネーターさんに相談してもいいんですか？」

■成果検証アンケートにご協力をいだだき、ありがとうございました。昨年度に比べて
研修後の活用率が９０％と向上し（H29:７９％）①個別の教育支援計画の作成等の
促し、⑧対象児童生徒の情報収集、⑪自身の力量アップの項目が高く、校内の様々な
ニーズに対応し校内支援体制を構築しようと奮起しておられる様子が伺えます。

■「発達障害を含む幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」（平成29年
3月文部科学省）には、今後の特別支援教育についての具体的な働きが、次のような
立場で明記されています。
第１部 概論
第２部 設置者用

（都道府県・市町村教育委員会等）
第３部 学校用

（校長・コーディネーター・通常の担任・通級担当・特別支援学級担任）
第４部 専門家用

（巡回相談員・特別支援学校）
第５部 保護者用

コーディネーターの先生は、是非このガイドラインをダウンロードしてこの情報を
学校で共有していただき、次年度の校内支援体制の構築に向けて具体的な方向性を立
てください。

ガイドラインのダウンロードはこちら

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/13/1383809_1.pdf

研修後の活用状況

①個別の教育支援計画の作成等の促し ②校内委員会の連絡調整 ③担任の相談･助言

④校内研修の企画・運営 ⑤保護者の相談 ⑥担任とともに保護者支援

⑦関係機関との連絡調整 ⑧対象児童生徒の情報収集 ⑨学校間連携の連絡調整

⑩専門家チーム、巡回相談の連絡調整 ⑪力量アップ ⑫その他

（人）

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/13/1383809_1.pdf


特別支援教育 活用できる成果物の御案内

今年度は、県内外の学校・教育機関から５７件
の依頼があり、アセスメントシートを送付・活用
していただきました。開発して以来、3月１日現
在で、県内では、３９７件、県外からは１２７件
の送付依頼がありました。
昨年度、小学校第１～３学年用の「アセス
メントシート実施DVD」を作成し、学級の
実態に合わせて、音声CDか実施DVDかを
選択して使用できるようにしました。
アセスメントシートを開発し、平成23年の

３月に発表したわけですが、「子どもを変える
のではなく、我々の授業の在り方を変えよ
う！」というコンセプトは今も当時も変わ
りません。今後も、子どもたちの「分かった」
「できた」を支えるための一助として、多くの
学校に活用されることを願っています。

ブックレットのダウンロードはこちら

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h28/16-03.pdf

岡�山�県総�合�教�育セ�ン�タ�ー�では�、�自立�活�動�の指�導
に関する専門性の向上や自立活動の指導を適切に
効果的に進めていくために「自立活動ハンドブッ
ク」を作成しています。初めて自立活動の指導に
当たられる先生方や経験のある先生方にも活用し
ていただきやすいように分かりやすく内容を構成
しています。
また、今回の学習指導要領の改訂では、自立活

動�の�個�別�指�導�計�画�を�作�成�す�る�上�で、「�幼�児�児�童�生
徒の実態の把握」「指導すべき課題の抽出」「指導
の�目�標�（�ね�ら�い�）�の�設�定�」「�具�体�的�な�指�導�内�容�の
設定」までの手続と手続の間をつなぐ要点が「流
れ図」として示されました。そこで、当センター
では、これまでのハンドブックの指導計画の作�成�
手�順�に�加�え�て�、「�流�れ�図�」�の�作�成�手�順�に�つ�いて解
説も入れながらみなさんに分かりやすく伝わるよ
うに現在改訂をしています。

ブックレットのダウンロードはこちら

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/h26/14-03.pdf

通常の学級における

特別支援教育の観点を
取り入れた授業づくり
－ アセスメントシート分析パッケージの活用 －

平成２９年２月

岡山県総合教育センター

関係リンク

羅針盤H29第3号

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/sougou/koho /

compass/rashinban-2903.pdf

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h28/16-03.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/h26/14-03.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h28/16-03.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/h26/14-03.pdf
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/sougou/koho /compass/rashinban-2903.pdf


初めて特別支援学級を担任する方のために

新年度に向けて、各学校では新しい指導体制が検討されている時期と思います。その中で、

小・中学校では、４月から初めて特別支援学級の担任になる方もいることと思います。その

方たちの多くは、新学期当初に通常の学級との違いに戸惑ったり、不安や悩みをもたれたり

するのではないでしょうか。そうした戸惑いや不安、悩みに応え、特別支援学級担任として

の指導・支援にやりがいを感じながら、障害のある児童生徒一人一人のよりよい成長を促し、

支えていただくために、当センターが行っている特別支援学級担任の方のための支援につい

て、本号では紹介します。

「特別支援学級担任のためのハンドブック

－増補版－」の紹介

この「ハンドブック」は、当センターの平成23年度プロ

ジェクト研究の成果物として、平成24年２月に発刊したも

のを改訂したものです。

当センターで毎年度実施している特別支援学級を初めて

担任する教員を対象とした研修講座の受講者から、「子供

の実態をどう理解し、どのように関わればよいのか」「時

間割の組み立て方、学習の進め方はどのようにすればよい

のか」「自立活動や生活単元学習はどのように指導すれば

よいのか」などの悩みや不安をよく聞きました。こうした

悩みは、一部の担任だけでなく、多くの担任に共通する悩

みです。しかし、困ったときにすぐに相談できる相手が校

内にいない場合もあります。そこで、特別支援学級の担任

が抱える疑問や悩みに応える「ハンドブック」を作成しました。

作成した「ハンドブック」は、本県の特別支援学級の多くを占める小・中学校の知的障害

特別支援学級及び自閉症・情緒障害特別支援学級を対象に、その学級担任として必要と考え

られる情報を網羅してまとめました。

その発刊から３年が経過し、改めて「ハンドブック」の内容を見直すとともに、当センタ

Ｎo.54［平成30年３月27日］

岡山県総合教育センター

〒716-1241
加賀郡吉備中央町吉川7545-11

  TEL(代)(0866)56-9101 
（特別支援教育部) TEL(0866)56-9106 
〈特別支援教育部相談専用電話〉

      TEL(0866)56-9117
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特別支援学級担任

ハンドブック

平成２７年４月
岡山県総合教育センター

special needs education・booklet

増補版

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h23/11-08zouho14.pdf


ー特別支援教育部共同研究の成果物として発刊した「自立活動ハンドブック－知的障害のあ

る児童生徒のために－」の内容を盛り込み、「特別支援学級担任のためのハンドブック－増

補版－」（以下「増補版」という。）として改訂しました。その概要は、次の目次に示すと

おりです。

－ 目 次 －

＊ はじめに ６ 障害の状態等に応じた指導

１ 特別支援学級担任になって （１）各教科等を合わせた指導

（１）１年間の主な学級事務 （２）教科別の指導

（２）４月第１週にしておきたいこと （３）領域別の指導

（３）その他の４月当初の学級事務 ７ 個別の指導計画

２ 教室環境 ８ 個別の教育支援計画

３ 教育課程 ９ 交流及び共同学習

（１）特別の教育課程の編成 10 保護者との連携

（２）特別の教育課程の編成の手順 11 各種援助制度

４ 自閉症・情緒障害特別支援学級の ★巻末付録 自立活動＜手順編＞

教育課程の編成 ＜実践編＞

５ 知的障害特別支援学級の教育課程 ＊おわりに

の編成

４月から初めて特別支援学級の担任になる方はもちろん、引き続き担任をされる方にも、

「増補版」を是非活用していただき、児童生徒の迎え入れと新学年でのスムーズな学校生活

がスタートすることを願っています。

特に、初めて特別支援学級の担任になる方は、「増補版」の「１ 特別支援学級の担任に

なって」を読むと、担任としての大まかな１年間の見通しと、当面４月にすべき具体的な仕

事を把握する手がかりになると思います。また、「２ 教室環境」には、イラストで具体的

に整備された教室環境を示したり、その際の留意事項等を挙げたりしていますので、年度当

初の教室づくりの参考になると思います。そして、「10 保護者との連携」は、児童生徒の

よりよい成長を図り、適切な教育を行うための基盤となる保護者の方との良好な連携・協力

関係を築いていくための参考になると思います。

また、「増補版」でこれまでの「ハンドブック」と大きく変更したところは、自立活動の

解説に関わる二点です。その一つは、「６（３）領域別の指導」の中の自立活動について解

説した点です。もう一つは、巻末資料として、実態把握から評価までの自立活動における個

別の指導計画の作成手順について解説する＜手順編＞と、その手順に沿って作成した個別計

画に基づいた指導実践の事例を載せた＜実践編＞を追加した点です。この変更した点を参考

に、自立活動の正しい理解と適切な指導に役立てていただくことを願っています。

特に、巻末資料の最後の見開きページには「自立活動学習指導案形式例」を掲載していま

す。自立活動についての研究授業等を行うときの参考として学習指導案を作成し、実践をよ

り深めていただくことを願っています。また、学習指導要領の改訂に伴い、各教科、領域の

記述の変更を中心にみなさんに分かりやすく伝えるように現在改訂をしています。



なお、「増補版」については、当センターWebページの次の場所からダウンロードできま

すので、活用してください。

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h23/11-08zouho14.pdf

お勧め研修講座

当センターでは初めて特別支援学級の担任となった方を対象に、平成30年度も「小学校特

別支援学級等新任担当教員研修講座」及び「中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座」

を次の期日・会場で実施します。どちらの研修講座も悉皆研修ですので、該当する方は必ず

受講してください。

期日 会場 研修講座名

６月15日（金） 総合教育センター 小学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第１日）

８月８日（水） 総合教育センター 小学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第２日）

10月12日（金） 美 作 市 立 美 作 北 小 学 校 小学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第３日）

６月15日（金） 総合教育センター 中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第１日）

８月８日（水） 総合教育センター 中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第２日）

10月16日（火） 美 作 市 立 作 東 中 学 校 中学校特別支援学級等新任担当教員研修講座（第３日）

どちらの研修講座も第１日は、障害の理解と支援、本人・保護者支援、特別支援学級等の

教育課程編成と指導内容等について講義、実践発表、協議により研修します。第２日は、自

立活動の指導等の内容について講義、演習を通じて研修します。また、第３日は、サテライ

ト講座として、それぞれ小・中学校を会場に特別支援学級等における授業づくりや学級経営

等について、授業参観や演習、協議を通じて研修します。特に、他校の特別支援学級等の授

業を参観することは貴重な機会になることと思います。

この３日間の研修を通じて、特別支援学級担任として必要となる基本的な知識・技能を身

に付け、よりよい授業や学級づくりに生かす力量の向上を図っていただきたいと考えていま

す。詳しい研修講座の内容については、当該学校あてに送付する当研修講座の実施要項や当

センターのWebページに４月下旬に掲載予定の「研修講座案内」を御覧ください。

また、特別支援学級担任の方のための授業づくり研修講座として、次の表に示す希望研修

を実施します。特別支援学級担任を対象とした研修講座ですので、御希望の研修講座に参加

し、他校の特別支援学級担任の方と知り合いになったり、特別支援学級の授業づくりに役立

つ情報を収集したりすることもできます。

期日 会場 研修講座名

８月22日（水） 総合教育センター 小・中学校特別支援学級（知的障害／自閉症・情緒障

害）授業力アップ研修講座

その他、発達障害に関する研修講座や特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりに関す

る研修講座（希望研修）もあります。詳しくは、当センターWebページの「研修講座案内」

を御覧ください。

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h23/11-08zouho14.pdf


カリキュラムサポート、学校コンサルテーション、

教育相談の活用

当センターでは、教員の方の様々な質問にお答えする「カリキュラムサポート」を実施し

ています。特別支援学級担任となって、教育課程のこと、学習指導のこと、子供の気になる

行動への対応のことなど、分からないことや困ったことなどが出てきたとき、当センターメ

ディアセンター内にあるカリキュラムサポートセンターに連絡をいただくと、相談に応じ、

できる限りの支援を行います。電話でも、来所でも相談に応じますので御連絡ください。

カリキュラムサポートの連絡先（メディアセンター）

電話：（０８６６）－５６－９１０８

電子メール：csc@edu-ctr.pref.okayama.jp

また、当センターでは、学校や学級の気になる子供に対する校内支援体制の整備に関わる

助言や支援をさせていただく「学校コンサルテーション」を要請に応じて実施しています。

これまでの指導・対応では困難さを感じる事例や、学校と外部機関との連携の取り方が分か

らない事例など、お困りの事例について相談してください。

困ったときに一人で問題や課題を抱え込んでいても、問題は解決しないばかりか、ますま

す解決が困難な状況に陥ってしまうこともあります。問題への対応については、一人で抱え

込まず、関係者がチームとして解決に当たることが鉄則です。困ったときには、当センター

の「学校コンサルテーション」を活用してください。

学校コンサルテーションの申込先

特別支援教育部 （０８６６）５６－９１０６

その他、次のとおり教育相談も行っていますので、利用してください。

○面接相談（予約制、１回50分）

月・水・木・金曜日9:00～19:00、火曜日13:00～19:00

○電話相談(相談専用電話：（０８６６）５６－９１１７）

月・水・木・金曜日9:00～17:00、火曜日13:00～17:00



謹んでお見舞い申し上げます

この度の「平成３０年7月豪雨」によって、大きな被害のあった地域の皆様に謹んでお見舞い

申し上げます。メディア等で報じられる被災地域の現状に心を痛める毎日です。一刻も早い復

興を祈るばかりです。被災地域の皆様に普段の生活が戻り、子どもたちが安心して学校で学ぶ

ことができるよう、私たち一人一人ができるサポートを考え、実践していけたらと思っています。

このような非常時の際の環境の変化に、心身のバランスを特に崩しやすいのが、障害のある

子どもたちではないかと思います。国立特別支援教育総合研究所のWebページには、「災害時

における障害のある子どもへの配慮」という内容が掲載されています。（http://www.nise.go.

jp/cms/7,0,70,272.html）同様に、発達障害情報・支援センターWebページ（http://www.

rehab.go.jp/ddis/）、おかやま発達障害者支援センターWebページ「災害時の発達障害児・

者支援について」（http://asdshien.jp/disaster.html/）にも、災害時の支援に関する情報

提供がなされています。ぜひ、ご一読ください。

夏の研修講座の紹介

夏季休業中を中心に特別支援教育部が実施する希望研修講座の一覧をお示ししています。

Ｎo.55［平成30年７月23日］

岡山県総合教育センター

〒716-1241
加賀郡吉備中央町吉川7545-11

TEL(代) (0866)56-9101
（特別支援教育部)(0866)56-9106
〈特別支援教育部相談専用電話〉

TEL (0866)56-9117
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp

【特別支援教育部が実施する研修講座一覧】

７月２５日（水） はじめての特別支援学校研修講座（授業づくり等に関する基礎）

寄宿舎指導員研修講座

８月 １日（水） 合理的配慮・インクルーシブ教育システム等基礎研修講座（発達障害１）

８月 ３日（金） アセスメント研修講座（発達障害２）

８月 ６日（月） 通級指導教室研修講座

特別支援学校授業力アップ研修講座（生活単元学習）

８月 ７日（火） 特別支援教育コーディネーター・ブロックリーダー研修講座（応用）

就学前特別支援教育研修講座

８月 ９日（木） 通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくり基礎研修講座

訪問教育研修講座

８月２０日（月） 特別支援学校授業力アップ研修講座（自立活動）

８月２１日（火） 青年期の発達障害研修講座（発達障害３）

キャリア教育・就労支援充実研修講座（高特）

８月２２日（水） 小・中学校特別支援学級（知的障害／自閉症・情緒障害）授業力アップ研修講座

８月２４日（金） 肢体不自由 授業力アップ研修講座

１０月１８日（木） 小学校算数科における特別支援教育の観点を取り入れた授業を考える研修講座（サテライト）

１０月２３日（火） 小学校国語科における特別支援教育の観点を取り入れた授業を考える研修講座（サテライト）

http://www.nise.go.jp/cms/7%2C0%2C70%2C272.html
http://www.nise.go.jp/cms/7%2C0%2C70%2C272.html
http://www.rehab.go.jp/ddis/
http://www.rehab.go.jp/ddis/
http://asdshien.jp/disaster.html/


講座内容の詳細につきましては、チラシをWebページにアップしていますので、ご参照ください。

（http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/gakkoushien/tokubetusien/kouzatirashi.h

tml）研修講座によっては、定員の関係で締め切っているものもありますが、まだ、受講可能な講

座もありますので、奮ってご参加ください。現在、特別支援教育部では、外部講師、実践発表者

の方々と連絡を取り合いながら、よりよい研修になるよう、全力で準備をしているところです。ぜ

ひ、最新の情報や先進的な実践に触れて、２学期の教育実践に生かしていただけたらと思いま

す。

新学習指導要領解説から

教育課程の改訂に伴って刊行された「特別支援学校学習指導要領解説各教科等編」に「知

的障害のある児童生徒の学習上の特性等」という項があり、そこに、知的障害があるために生

じる様々な状態像が記述されています。この項については現行の解説にもあるのですが、その中

に、今回の改訂に伴って新たに付加された記述があります。それは「（知的障害のある）児童生

徒が一度身に付けた知識や技能等は、着実に実行されることが多い」というものです。

現行の解説では、児童生徒の困難さに目を向けた記述が中心でしたが、付加された部分は、

知的障害のある児童生徒の良さや強みに注目して記述してあり、そのことに新鮮さを覚えます。

そして、ここに書かれているように「一度身に付けた知識や技能」が「着実に実行される」ので

あれば、知識や技能を「一度身に付けた」という状態に、教師がどのようにして導いていくのか

ということがとても重要なポイントになると思うのです。

上智大学の奈須正裕教授は、知識の習得と活用について、興味深い論を展開されています。

「本来的に人間の学習や知性の発揮は領域固有なものであり、文脈や状況に強く依存している

ことが分かってきたのである。この考え方を心理学では、状況的学習ないしは状況に埋め込ま

れた学習（situated learning）と呼ぶ。状況的学習論の立場では、学習とは具体的な文脈や

状況の中で生じるものであり、学ぶとはその知識が現に生きて働いている本物の社会的実践に

当事者として参画することであると考える。（中略）具体的な文脈や状況を豊かに含みこんだ本

物の社会的実践への参画として学びをデザインしてやれば、学び取られた知識も本物となり、

現実の問題解決に生きて働くのではないか。これがオーセンティック（authentic=真正の、本

物の）な学習の基本的な考え方である」 （「内外教育」２０１８．４．２４）

この奈須教授の論考は、特別支援教育の文脈で書かれたものではありません。ですが、知的

障害教育における各教科や生活単元学習等の各教科等を合わせた指導の趣旨と相通じるも

のを感じるのです。これまで知的障害教育において脈々と実践されてきた指導形態が、学校教

育の中で脚光を浴びる時代がやってきたとも言えます。当センター特別支援教育部でも「知的

障害教育における『主体的・対話的で深い学び』に関する研究」というテーマで研究を進めて

おり、より一層、知的障害のある子どもたちの学びについて深めていきたいと考えています。

【編集後記】

「特別支援教育つうしん」は、平成２年の12月に第１号（当時の名称は「障害児教育つうしん」）が刊行され、今回で55

号の発刊となります。当初は紙媒体で作成され、各学校に送付しておりましたが、平成21年の第29号からWeb発信となり、

それを機会に、編集担当を特別支援教育部長が担うようになりました。従って、今年度から、私、片岡が、この「特別支援教

育つうしん」の作成に当たることになります。片岡個人の思いや考えも入り込むかもしれませんが、各学校にとって参考とな

る情報を取り上げ、お伝えしていきたいと考えています。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/gakkoushien/tokubetusien/kouzatirashi.html
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/gakkoushien/tokubetusien/kouzatirashi.html
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お疲れ様でした！ ～夏の研修講座～ 
 いよいよ２学期が始まりました。静かだった学校も子どもたちの元気な声が響き渡っているのではないか

と思います。 夏季休業中は、猛暑にもかかわらず、多くの先生方がセンターに来られ、自らのスキルアップ

に取り組まれました。ドイツのある教育学者は「進みつつある教師のみ、人を教える権利あり｣と述べていま

す。先生方の学ぶ姿勢、身に付けた知識・技能は、きっと、子どもたちのより良い学びにつながると思います。  

 断片的ではありますが、私も様々な講師の先生の話を伺う機会がありました。そこで、今回の「特別支援

教育つうしん」では、夏の研修講座の中で印象に残った内容（ちょっとマニア 

ックですが…）をいくつかお伝えしたいと思います。 

 教育においては基礎から応用へという流れが多い。また教育だけでなく日々の子育てにおいても。子どものできないこと、

未熟な点が課題とされ、何かができるようになること、力を身につけること、上手になることに価値がおかれることが多い。

確かに今より能力が高まる、何かができるようになることは歓迎すべきことであろう。 

 しかし、人はいつの瞬間も、今ある力で、今の手持ちの力でその一瞬を過ごさなければならない。明日身につく力で、今

を生きることはできない。今は今ある力で生きるしかない。力を身につけること、蓄えること、基礎を固めてから応用に入る

こと。これらは確かに重要ではあるが、暮らしの一瞬は、常に応用の連続である。時間を止めておいて、その間に基礎を固

めてから対処するなんてことはできない。なので、今ある力を使うこと、今ある力を出せること、今ある力で対処することも

重要なことと思う。せっかく力を身につけていても出せずじまいということもある。力を蓄えること、身につけることを目指す

だけでなく、力をいかに出すか、力を出せる、ということにも教育はもっと取り組んでいく必要があると思う。（中略）未来の

準備のためだけに今があるのではなく、今も生きる本番だからである。（国立特別支援教育総合研究所 牧野泰美『スタ

タリング・ナウ ２０１１．４．１８ No.２００』（日本吃音臨床研究会）） 

 ところで、私は、趣味でソフトテニスをして（決してうまくはないのですが…）います。テニスが上達するた

めには、様々な動きをパーツに分けて反復していく基礎練習はとても大切です。しかし、それだけで試合に

勝てるかというとそういうわけでもないのです。試合という実際の場面でないと習得できない動きや戦術と

いったものがあります。また、試合の中で発揮できたことによって、本物の力として身に付く基礎スキルもあ

ります。そして、何よりテニス本来の楽しさを味わうことができます。 

  “基礎から応用”、“将来のための今”、という考え方は、教育において一般的であり、また、大切な考え

方だと思います。その考え方をベースにしながらも、 学習内容や場面に応じて、今ある力で今を生きる、と

いう考え方で、学習へのアプローチを考えてみることも大切なのではないでしょうか。昔、同僚だったある

今ある力で、今を生きる 
 国立特別支援教育総合研究所の滑川典宏先生が、講義の中で紹介してく

ださったキーワードです。以下、プレゼン資料に示されていた文献の一部です。 



先生が「○○くんは、算数が苦手なんじゃけど、不思議なことにお金に置き換えて考えさせるとできるん

よ」と笑いながら話されていたのを思い出します。「実際の場」「本物にふれる」「必要感」「必然性」「意

欲」といったキーワードが知識やスキルの習得に大きく関わっているような気がします。そして、これらは、私

たちがこれから取り組んでいく授業改善においても大切な視点になるのではないかと思っています。 

 この夏、自閉症の障害特性に言及された講師の先生方が何人もおられました。自閉症の障害特性につ

いては、研修講座に限らず、書籍やネット等でもかなり多くの情報提供がなされ、教科書的な知識につい

ては、多くの先生方の知るところになっているのではないかと思います。 

 例えば… 

・相手の視点に立って考えることの困難さ 

・言外の意味をくみ取ることの困難さ など。 

 ですが、その“教科書的な”障害特性に関する知識が、実際の学習や生活場面において、どのように現れ

出るのかというイメージについては、まだまだ共有されていない印象があります。 

 名古屋市教育委員会の池田和穂先生は、教師が「みんな、机の上を片付けて」と指示したときに、一人

だけ片付けようとしなかったという子どもの例を挙げられながら、相手視点に立つことが困難であるため

に生じる“ずれ”について説明されました。 

みんな、机の上を片

付けて！ ぼくから見て「みんな」は、ぼく以外の全員のこと。

ぼく自身は「みんな」の中に入っていないよ！ 
だから、ぼくは片付けなくていい。 

 また、岡山大学の仲矢明孝先生は、我々のコミュニケーションが言外の意味をくみ取ることで成り立って

いることを、次のような例を挙げながら説明してくださいました。例えば、授業中に、先生が「みなさん、赤鉛

筆ありますか？」と尋ねたとします。そのとき、ほぼ全員がその問いに対して直接答えることはせず、筆箱か

ら赤鉛筆を取り出し、書く準備をするというのです。 

ところで、

みなさん、

赤鉛筆あり

ますか？  先生は、言葉の上では、赤鉛筆の有無を尋ねているように聞こえますが、真意は

赤鉛筆を出して書く準備をしてほしいということです。このような言外の意味を読

み取ることで成立する意思伝達は決して珍しいことではなく、もしかすると、私たち

のコミュニケーションのほとんどは、言外の意味を読み取ることが前提となっている

と考えられます。しかし、そこに弱さがあるのが自閉症の特性の一つです。というこ

とは、彼らにとってコミュニケーションを成立させることは至難の業だと言えます。 

 自閉症に限らず、私たちは、障害特性として語られる状態像を、日常場面の具体 

自閉症の生きづらさ… 

的な姿として変換できる想像力が必要だと思います。それによって、子どもたちの具体的な場面での困難

さを予測し、適切な支援を行うことができるからです。生きづらさを抱えながらも頑張っている子どもたち

の安心感や自己肯定感を支えていきたいものですね。 

 先生にとっての「みんな」という言葉が示す範囲、「ぼく」にとっての「みんな」という言葉が示す範囲。視

点が変われば、範囲も変わります。私たちは、そのことを暗黙の了解としながら、瞬時に視点を変換させな

がら無意識のうちにやりとりを成立させています。しかし、相手の視点に立つことに困難さがある自閉症の

子どもたちは、このような場面で容易につまずいてしまうと考えられます。 



特別支援学校訪問で印象に残ったこと

１１月から１２月にかけて、県立特別支援学校を訪問しました。当日は、校内環境や

授業の様子を拝見するとともに、校長先生から学校の現状把握に基づいた課題解決に向

けての進捗状況や成果等に関するお話を伺いました。差し支えない範囲で、今回の学校

訪問の中で、印象に残ったことを紹介したいと思います。

“指導”と“支援”

ある校長先生から、教育現場を見渡したときに、環境調整や視覚支援などの“支援”

はよくなされていると感じるが、“指導”して子どもに力を付けるといった点に関して

は、もう少し頑張っていく必要があるのではないかと思う、といったお話を伺いました。

“支援”だけにととどまるのではなく、子どもに課題解決の場を設定し、力を付けてい

くための“指導”、つまり、授業の質的向上等を行う必要があるというお話は大変共感

するところがありました。

ところで、「特殊教育」から「特別支援教育」へと転換がなされた平成１９年４月１

日に文部科学省から示された「特別支援教育の推進について（通知）」の中に「特別支

援教育の理念」という項があり、そこに“指導”と“支援”という言葉が出てきます。

一部抜粋してみます。「特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に

向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニー

ズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切

な指導及び必要な支援を行うものである。（略）」ここを読むと、特別支援教育は“指

導”と“支援”を行うものであると明記されています。そして、“指導”には「適切

な」、“支援”には「必要な」という修飾語がついています。

それらを辞書で調べてみると、

とあります。通知文の中で読み替えてみると、特別支援教育は、「過不足なく、よく当

てはまる」“指導”と、「なくてはならない、どうしてもしなければならない」“支援

”を行うものである、と読めます。
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〇適切…状況・目的などにぴったり当てはまること。その場や物事にふさわしいこと。また、そのさ

ま。「適切」は過不足なく、よくあてはまる場合に用いる。

〇必要…なくてはならないこと。どうしてもしなければならないこと。また、そのさま。



冒頭の校長先生がおっしゃったように、“指導”すべき内容が易しすぎたり、逆に、

難しすぎたりしていないか、“支援”については、不足していたり、過剰であったりし

ていないか、見直していく必要があるのだと思います。適切な“指導”と必要な“支援

”。もう１０年以上も前に出された通知ではありますが、今

さらながらその言葉の重みを感じるところです。

「思考力・判断力・表現力」を育てる

ある学校で作業学習の授業を見せていただきました。ちょ

うど、生徒が教師のところに完成品を持参し、報告を行う場

面でした。「できました」と生徒が伝えたところで、これまでの作業学習であれば、教

師が良し悪しを判断し、修正箇所があれば、それを指摘していたのではないかと思いま

す。しかし、その先生は自分の判断は伝えずに「あなたはどう思う？」と尋ね返してお

られました。生徒が「私はこれで大丈夫だと思います」と答えると、「じゃあ、こちら

から見るとどうかな？」と見る方向を変えて確認するよう促しました。すると、少し間

があった後、その生徒は、はっとした表情で「あ、まだ、できてない」とつぶやき、先

ほどは見えていなかった不具合を直すために、自ら作業場所に戻っていきました。

残念ながら、私はそこでその場を離れてしまったので、その後の展開は分かりません。

でも、歩きながら、先生があの場面で大切にされようとしていたものは何だったのだろ

うかと考えました。作業の出来映えや効率であれば、教師が即座に指摘すれば事足りた

はずです。しかし、それらを少し犠牲にしながらでも、生徒が自ら気付き、思考し、判

断する力を育てたかったのではないかと思います。今後、その生徒は、作業学習の中で、

角度を変えて出来映えを確認することを自発的に行おうとするのではないかと思います。

それは、この作業だけにとどまらず、もしかすると、様々なものの見方に汎化される可

能性もあるのではないかと思います。新学習指導要領解説には、作業学習について次の

ように書かれている箇所があります。

下線部については、今回の改訂に伴って新たに付加された記述です。まさに、先述し

た学習場面で見られたやりとりと合致するように思います。今回の学校訪問では、他の

学校でも、子どもたちに“思考させよう”“判断させよう”そして、思考・判断したこ

とを“表現させよう”とされている先生方の取組をいくつも拝見しました。

子どもたちがこれから生きていく世の中は変化の激しい世の中になると言われていま

す。指示されたことをロボットのようにこなすだけではなく、自分で考え、判断し、表

現する力がより一層求められます。この先生がされたような学習展開を様々な場面で設

定していきたいものです。

当センターでも「知的障害教育における『主体的・対話的で深い学び』に関する研

究」というテーマを設定し、２月１６日（土）の研究発表大会で研究成果をお示しでき

るように頑張っているところです。大勢の方にお越しいただけたら幸いです。

作業学習は、作業活動を学習活動の中心にしながら、児童生徒の働く意欲を培い、将来の職業生活や

社会自立に必要な事柄を総合的に学習するものである。とりわけ、作業学習の成果を直接、児童生徒の

将来の進路等に直結させることよりも、児童生徒の働く意欲を培いながら、将来の職業生活や社会自立

に向けて基盤となる資質・能力を育むことができるようにしていくことが重要である。

【特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）平成３０年３月】
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御参加ありがとうございました！ 

 ひと月ほど前になりますが、２月１６日（土）に岡山県総合教育センター教育研究発表大会を
開催しました。特別支援教育部は「知的障害教育における主体的・対話的で深い学びに関する研

究」というテーマで、分科会発表を行いました。冒頭の感想は、私たちの分科会発表に参加して

くださった方々からのものです。今回の研究では、目的の一つに、小学校・中学校・高等学校等

でも示されている授業改善 

通常の学級での単元構成を

考える際でも、①～⑦のポ

イントを活用して取り組ん

でみたいと思いました。明

示的なご発表だったので引

き込まれました。ありがと

うございました。 

知的障害教育における主体的・対話

的で深い学びの視点からの授業改善

について、大変具体的に伺うことが

でき、参考になりました。何のため

に主体的・対話的で深い学びを行っ

ているのか、目的を見失わないよう

にしなければならないと思います。 
実践事例では、児童生徒とのやり

取りや気付きを通して、授業を柔

軟に改善工夫されていたのが勉強

になりました。また、冊子はとて

も分かりやすくまとめてあり、今

後の授業づくりに活用したいです。

ありがとうございました。 
「学びを深めるための７つのポイント」を

分かりやすく提示していただき、どのよう

に資質・能力を意識して、学びの場の質を

高めていけばよいかよく分かりました。発

表者の先生方と協力委員の先生方の対話の

形でお伝えいただいたことも整理しやす

かったと思います。発表者や協力委員の先

生方、ありがとうございました。 

① 教科等の「見方・考え方」を確認する 
② 適切な目標を設定する 
③ 心が動く工夫をする 
④ 考える工夫をする 
⑤ 振り返る工夫をする 
⑥ 知的障害に対する支援・配慮をする 
⑦ 個に対する支援・配慮をする 
学びを深めるための７つのポイント（単元構想） の視点である「主体的・対

話的で深い学び」を、知的

障害教育の授業において実

現していくためのポイント

を明らかにしていくことを

挙げていました。様々な文

献研究や授業実践等の検討

を通して、明らかになった

授業づくりのポイントは右

の七つです。 



やりたい！！ 
できそう！！ 分かった！！ 

できた！！ 
心が動く 考える 
知的障害に対する 
支援・配慮 知的障害に対する 

支援・配慮 
目標 
達成 

「見方・考え方」を 
働かせる 

個に対する 
支援・配慮 個に対する 

支援・配慮 この時間にも 
この場所でも 
この人とでも 
できた！！  

振り返る 
知的障害に対する 
支援・配慮 
個に対する 
支援・配慮 ① 

② 
③ ④ 

⑤ 
⑥ 
⑦ 

 この７つのポイントをイ
メージ化したのが、右の図

です。詳細につきましては、

ブックレットをご覧いただ

けたらと思います。ブック

レットには、それらのポイ

ントを位置付けた四つの授

業実践事例も掲載しており

ます。ぜひ、ご一読いただ

いて、日々の授業実践につ

ないでいただけたら幸いで

す。 
※①等の番号は「学び
を深めるための７つの
ポイント」の該当箇所
を表しています。 

「見方・考え方」を働かせる 
Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん １００ＣＣ 

くらいは 
入りそうだ 

赤と青の 
組み合わせ

がきれい 

熱湯を入れ

ても割れそ

うにないぞ 
a red cup, 
a blue cup  右の絵は、赤と青のカップを見な

がら、４人の子どもたちが考えを巡

らしている場面です。  Ａさんは、コップの容積という算数的な見
方・考え方。Ｂさんは、色の美しさという図

工的な見方・考え方。Ｃさんは耐熱性という 
え方を用いながら、その事象を捉えたり、課題の解決に向けて判断したりする力が必要とされて

います。また、場面によっては、それらの見方・考え方を複合的に働かせ、柔軟に対応していく

ことも求められています。そのためには、それら個々の「見方・考え方」の精度を高めていくた

めの場が必要です。これが各教科別の学習です。その教科の学習において、その教科ならではの

「見方・考え方」の精度をより高め、しっかりと働かせる経験を積ませていくことになります。

また、場面に応じて、それらの「見方・考え方」を自在に働かせる場も必要です。それが、小学

校等であれば、例えば、総合的な学習の時間であったり、知的障害教育では、例えば、各教科等

を合わせた指導であったりするのだと思います。  今回の研究でも、保健体育科のキックベースを扱った事例の中で、子どもたちの友達への応援
の声が「頑張れ！」「いいぞ！」から、「空いているところをねらって！」などの体育の見方・

考え方を働かせたものに変容していく様子が掲載されています。ぜひ、ご一読いただき、感想な

ど、お寄せいただけたらありがたいです。 

 授業が受け身にならないためには、やってみたいと「心が動く」ための動機付けや「考える」
機会の設定が必要です。心を動かして、自分で考えて感じられた「できた、分かった」学びは、

児童生徒の生きて働く力となります。そして、「できた、分かった」という自分の学びを「振り

返る」ことも学びを深めるために必要です。また、各教科等の「目標」や「見方・考え方」を押

さえておくことも大切です。 

理科的な見方・考え方。Ｄさんは、英語に置き換えるという外国語

的な見方・考え方を働かせていると考えることができます。ある事

象や出来事に遭遇したときに、その場面に最もふさわしい見方・考 
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初めて特別支援学級を担任する先生方に 
 新年度に向けて、各学校では新しい指導体制が検討されている時期だと思います。その中で、

小・中学校では、４月から初めて特別支援学級の担任になる先生方もおられることだと思います。

その方たちの多くは、通常の学級との違いに戸惑ったり、不安や悩みをもたれたりするのではな

いでしょうか。今回の「特別支援教育つうしん」では、そうした戸惑いや不安、悩みに応え、特

別支援学級担任としての指導・支援の一助となればと考え、「特別支援学級担任のためのハンド

ブック－増補版－」を紹介します。 

 この「ハンドブック」は、当センターの平成23年度プロジェクト研究の成果物として、平成

24年２月に発刊したものを随時改訂してきたものです。その概要を、次の目次で御覧いただけ

たらと思います。 

「特別支援学級担任のためのハンドブック－増補版－」 
＊ はじめに ６ 障害の状態等に応じた指導 

１ 特別支援学級担任になって （１）教科別に指導を行う場合 

（１）１年間の主な学級事務 
（２）道徳科、外国語活動、特別活動、自立活動の時 

  間を設けて指導を行う場合 

（２）４月第１週にしておきたいこと （３）各教科等を合わせて指導を行う場合 

（３）その他の４月当初の学級事務 ７ 個別の指導計画 

２ 教室環境 ８ 個別の教育支援計画 

３ 教育課程 ９  交流及び共同学習 

（１）特別の教育課程の編成 10  保護者との連携 

（２）特別の教育課程編成の手順 11  各種援助制度 

４ 自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程の編成 ★巻末資料 ①学習指導案様式例 

５ 知的障害特別支援学級の教育課程の編成       ②自立活動〈手順編〉 

      ③自立活動〈実践編〉 

      ④自立活動学習指導案様式例 

＊おわりに 

【目 次】 



 ４月から初めて特別支援学級の担任になる方はもちろん、引き続き担任をされる方にも、「増

補版」を是非活用していただき、児童生徒の迎え入れと新学年でのスムーズな学校生活がスター

トすることを願っています。 

 特に、初めて特別支援学級の担任になる方は、「増補版」の「１ 特別支援学級の担任になっ

て」を読まれると、担任としての大まかな１年間の見通しと、当面４月にすべき具体的な仕事を

把握する手がかりになるのではないかと思います。なお、「増補版」については、当センター

Webページの次の場所からダウンロードできますので、活用してください。 

 

  http://www.edu-

ctr.pref.okayama.jp/gakkoush

ien/tokubetusien/pdf/tokusin

tanhandobukkukaiteiban.pdf 

ぜひ、早いうちに読

んでみてください！ 
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環境に働きかける 
 ずいぶん遅くなりましたが、令和元年度第１号の「特別支援教育つうしん」を発刊いたします。

今年度も片岡が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 かなり前になるのですが、ある企業の作業場面を見学する機会をいただきました。私たちが案

内された大きな倉庫の中では、荷物の仕分けや整理、運搬等の作業が行われており、そこに、障

害のある一人の青年が働いていました。黙々と作業に取り組んでいる彼の姿に感心しつつ、所長

さんに彼のことを尋ねてみたのです。すると、彼は、毎日、交通機関を乗り継いで通勤している

こと、日々誠実に仕事を頑張っているけれど、時には、ストレスがたまって、所長さんのところ

に相談に来ることなどを話してくださいました。 

 それらのエピソードの中で、私が驚いたことがありました。それは、彼が、自ら職場の環境に

働きかけて、作業しやすいように改善を進めていたことでした。例えば、配送物を送り先ごとに

仕分けて札を付ける作業が、以前は、札がばらばらに置かれていたために仕分けづらかったよう

です。それを、彼が行き先によって色の違う札を予め束ねておくという工夫を加えたことで、格

段に効率化が進んだというのです。その工夫は、彼以外の作業員の方々にも仕事がしやすい状況

を生み出しており、みんなが彼に感謝しているということでした。 

 そのお話を伺いながら、在学中に彼はどのような学習経験を積んできたんだろう…と考えまし

た。多分、作業的な学習において、効率化された環境で作業していたのではないかと想像されま

す。そして、そのことは、彼にとって、作業を進める上での効率と、やり遂げた達成感を感じる

経験となっていたのだと思われます。ただ、その経験をその学習だけにとどめず、今の職場でそ

れを具現化させたことに私は感動を覚えます。学校で、働きやすい環境の中で作業するという経

験は、そのときの働きやすさだけではなく、将来、子どもたちが身を置く職場環境に自ら働きか

ける礎を育てているのだということに気付かされた瞬間でもありました。しかし、それを彼のよ

うに今後の生活にも生きて働くものにするためには、授業の中で、もうひと工夫働きかけが必要

な気がします。例えば、普段の学習の中で行っている作業内容のことだけではなく、「このよう

に道具を並べてあるから動きが自然に流れていくので作業がしやすいな」と作業環境について振

り返ったり、定期的に作業環境について考え、自分たちで改善できるような時間を意図的に設定

してみたりするなどの取組も考えられそうです。 

 先日、行われた「キャリア教育フェア」でも、子どもたちが生き生きと活躍していた姿が多く

見られたと聞いています（私は残念ながら参加できませんでしたが…）。本物の場で、自ら考え

て、判断し、実際に活動して成功体験を積むといったサイクルをたくさん経験することが生きて

働く力の育成につながっていくことになるのでしょうね。 

 

 平成29年３月に国立教育政策研究所から示された「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科

学的検討手法についての研究に関する報告書」の中に興味深い情報が掲載されてます。 

 それは、これまで学業成績や各種の学力に関するテストの成績、アカデミックな能力の高さ等、

より高い認知能力を備えることが個人の成功、ひいては、社会の経済的発展に有効であると考え

られてきましたが、近年、こうした認知能力の高さだけが人生の成功の鍵ではないことを示唆す

る研究結果が相次いで報告されているようです。また、それを受けて、我々人間が持つ、認知能

力ではない側面の特徴、いわゆる「非認知能力」への関心が高まっているというのです。 

  

「非認知能力」 



学びに向かう力、人間性等 

 夏季休業中、当センターでは様々な研修講座を開講しています。当センターWebページの研修

講座案内に研修講座名や期日等、必要な情報を掲載しておりますので、ぜひご覧いただき、積極

的に受講してくださったらと思います。Webページには、特別支援教育部が実施する研修講座に

ついて、チラシで紹介しているページがありますので、URLを示しておきます。ニーズに合う研

修講座を選んで、申し込んでくださったらと思います。ぜひ、一緒に学びましょう！ 

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/gakkoushien/tokubetusien/index.html 

 では、非認知能力とは、どういったものなのでしょう。 

 “非”認知（認知に非ず）ということになるので、認知能力以外の能力は全てということにな

るのかもしれません。文献によっても、様々な表現があるように思われますが、岡山大学の中山

芳一准教授は、次のような分類をされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、これらの非認知能力が高まることで、絡み合うように認知能力も高まっていくといわれ

ています。そして、この非認知能力が高まる学習スタイルとしては、座学による間接型よりも体

験による直接型が有効であるようです。例えば、自制心、忍耐力等の必要性や有効性は、子供自

身が何らかのトラブルやストレスを経験した場合に強く感じられるものであり、まさに、そのタ

イミングこそがその対処法を身に付ける絶好の機会であるというのです。 

 ということは、幼児教育が遊びという体験的な場面で様々な学びを提供していること、また、

知的障害教育が生活に密着した独自の教科を設定していることや、各教科等を合わせた指導の中

で、生活や遊び、日常生活、作業といった生活の文脈に沿って学習を展開していることにとても

深い意味があるということであり、その重要さを改めて痛感しているところです。 

 ところで、「特別支援学校学習指導要領・学指導要領解説総則編（幼稚部・小学部・中学部）

平成30年３月」には、「学びに向かう力、人間性等」について、次のように書かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このことは、先述した非認知能力の内容と重なるところが非常に多くあると思われます。つま

り、文部科学省も育成を目指す資質・能力の一つとして非認知能力に着目し、新学習指導要領の

中に位置付けていることになります。中山准教授は、「知識及び技能」が認知能力、 「学びに

向かう力、人間性等」 が非認知能力、「思考力、判断力、表現力等」は認知能力、非認知能力、

どちらも絡んでいるとおっしゃっていました。非認知的能力。今後も注目すべきキーワードだと

思います。 

 児童生徒一人一人がよりよい社会や幸福な人生を切り拓いていくためには、主体的に学習

に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する力、よりよい生活

や人間関係を自主的に形成する態度等が必要となる。これらは、自分の思考や行動を客観的

に把握し認識する、いわゆる『メタ認知』に関わる能力を含むものである。こうした力は、

社会や生活の中で児童生徒が様々な困難に直面する可能性を低くしたり、直面した困難への
対処方法を見いだしたりできるようにすることにつながる重要な力である。 

３つ（自分×２＋他者）の非認知能力 

○自己啓発系…自分を高める力 

・意欲・向上心 

・自尊感情 

・楽観性 … など 

○自己調整系…自分と向き合う力 

・自制心 

・忍耐力 

・レジリエンス … など 

○他者協働系…他者とつながる力 

・コミュニケーション力 

・共感性 

・協調性 … など 

自分 他者 

研修講座へお越しください！ 
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岡山県総合教育センター 
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加賀郡吉備中央町吉川7545-11 

TEL(代) (0866)56-9101 
（特別支援教育部)(0866)56-9106 
〈特別支援教育部相談専用電話〉 

TEL  (0866)56-9117 
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp 

「あなたの夢は何ですか…」 

 夏が過ぎ、朝夕はずいぶん涼しくなりました。この夏も、当センターでは、多くの先生方が研

修講座に参加され、研鑽に励んでおられました。私たち特別支援教育部も、その学びに応えるべ

く、準備や運営に一生懸命に取り組んでまいりました。皆さんの日々の実践に少しでもつながっ

ていけば幸いです。 

 今回の「特別支援教育つうしん」では、８月の下旬に開講した「障害のある生徒の就労支援に

関する研修講座（サテライト）」において、私の感じたことをお伝えしたいと思います。 

 この研修講座は、「障害のある生徒の就労に関する研修を通して、高等学校及び特別支援学校

における自立と社会参加を目指した就労支援の在り方について考えることができる」という目的

の下、ある企業を会場にお借りして、現場見学や講義、協議等で構成した研修講座です。 

 今回、その研修プログラムの中には、「障害のある社員へのインタビュー」というメニューが

ありました。実は、私、個人的にこの研修メニューが大変楽しみでした。 

 当日、私たちの前に現れたのは二人の青年。緊張しながらも、当センターの担当指導主事の質

問に誠実に答えてくれたのです。そのやり取りの一部をお伝えします。（ただし、本質を損ねな

い程度に改変していることをご了解ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二人とも当日を迎えるに当たって、事前に送った質問事項を基に、回答の原稿を作っていたよ

うです。ですが、本番は、原稿を見ることなく、二人とも自分の言葉で話していたのがとても印

象的でした。特に、最後の質問（Ｑ５：将来の夢）についての二人のコメントには驚かされまし

た。私は、内心、当然お金の話なども出るだろうと思っていたのですが、一切出てこなかったの

です。 

 Ａさんのコメントからは、上司のことが大好きで、心から尊敬していることがひしひしと伝

わってきました。彼の働くモチベーションは“人”なんだということに新鮮な驚きと感動を覚え

ました。 

 一方、Ｂさんは、取得した資格を後ろ盾として頑張りたいと話していました。資格というもの

は、自分のもっている知識やスキルを客観的に“見える化”したものだといえます。それが彼の

仕事に対する自信につながったのだと思われます。 

 

Ｑ１：働いていてうれしいことは何ですか？ 

 Ａさん：上司の〇〇さんに助言をもらって、うまく作業ができたことです。 

Ｑ２：働くときに気を付けていることは何ですか？ 

 Ｂさん：前に注意されたことを、またやってしまわないことです。 

Ｑ３：学校で頑張ったことは何ですか？ 

 Ｂさん：休まずに通ったことです。それは今に生きています。 

Ｑ４：これから就職する後輩にどんなアドバイスがありますか？ 

 Ｂさん：自分の特性や性（しょう）に合った仕事を、実習してから選んでほしいです。  

Ｑ５：これからの夢を教えてください。 

 Ａさん：上司の〇〇さんのサポートをしたいです。それと、〇〇さんからご飯をごちそうに

なったときに全部食べられるようになりたいです。 

 Ｂさん：フォークリフトを自分の武器にして頑張りたいです。 



自己理解 

 ところで、私は「自己理解」を考えるときに、必ず思い出す言葉があります。それは、数年前、

当センター研修講座で話してくださった、ある講師の方の言葉です。それはこんな内容でした。 

 

 

 

 

 

 

 つまり、気を付けなければならないのは、私たちは「自己理解」を「自分の苦手なことの理

解」と狭く捉えていないかということです。まず、私たちが子どもと共にすべきことは「肯定的

な自己理解」を進めていくことだと思います。そして、子ども自身が「今の自分のこと、結構好

きだし、何とかやっていけそう」と思える基盤ができて、初めて自分の苦手と向き合い、それを

受け入れる準備が整ったといえるのだと思います。 

 また、「自己理解」を進める過程では、自分一人で自分を理解していくだけではなく、他者か

らの評価を取り込むことによって、自分の理解を進めていくことも多いと思われます。「あなた

は頑張り屋だから」「あなたは本当に優しい子だね」という周囲の言葉をシャワーのように浴び

ながら、「自分のいいところは頑張り屋なところです」「私は人に優しくできるところが長所で

す」と自己の理解が進むのだと思います。私たちは、学校で子どもと過ごす中で、肯定的な評価

をたくさん与えていきたいものですね。（特別支援教育部長 片岡） 

 それから、もう一つ、私が感動したのが、Ｑ４（後輩へのアドバイス）に対するＢさんの答え

です。ジョブマッチングのことを言っていると思うのですが、よく、こんな気付きを得て、それ

を言葉で表現したなぁ、と唸るほどでした…。 

 ここで大切なキーワードが、次のテーマ「自己理解」です。 

 今回の学習指導要領の改訂において、自立活動の項目が一つ増えて（「健康の保持」区分の

「障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。」項目）６区分２７項目となったのは、ご

存じの方も多いのではないかと思うのですが、「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立

活動編（幼稚部・小学部・中学部）平成30年３月」では、新設されたこの項目について、次の

ように述べられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 もちろん、自立活動では、基本的に区分や項目を単独で取り上げて指導することはないのです

が、今回の改訂において、自己を理解した上で、他者や環境に働きかけることが重要視されてい

ることは確かだと思われます。これは、平成２８年４月に施行された障害者差別解消法において、

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための申し出があった場合には、負担が重

すぎない範囲で対応が求められるようになったこととも関連のある内容だといえます。 

 先述したＢさんが話していた「自分の特性や性（しょう）に合った仕事」を選ぶに当たっても、

この「自己理解」なしでは不可能でしょうし、自立活動のその他の改訂点を見ても、自己理解に

基づいた環境へのアプローチが大切にされていることが読み取れるのです。 

 「障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。」は、自己の障害にどのような特性

があるのか理解し、それらが及ぼす学習上又は生活上の困難についての理解を深め、その状

況に応じて、自己の行動や感情を調整したり、他者に対して主体的に働きかけたりして、よ

り学習や生活をしやすい環境にしていくことを意味している。 

 今回の改訂では、自己の障害の特性の理解を深め、自ら生活環境に主体的に働きかけ、よ

り過ごしやすい生活環境を整える力を身に付けるために必要な「障害の特性の理解と生活環

境の調整に関すること。」を新たに示すこととした。 

「I’m OK」が基盤 

 「自己理解を進めながら、自分の苦手さを知り、それに対処するスキルを身に付けること

が大切だとよく言われるが…」 

 「“なんやかんやあるけど、トータルで見たときに今の自分でOKだよな、と思えないと、

自分の苦手な部分を受け入れるなんて無理なんですよ” 」 
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初めて特別支援学級を担任する先生方に 
 今、学校現場は、新型コロナ感染症予防対策における臨時休校等で緊迫した状況にあると思い

ます。年度末という時期的なこともあり、今年度の総括と新年度の準備に忙殺される日々が続い

ているのではないでしょうか。そのような中、小・中学校では、４月から初めて特別支援学級を

担任される先生方もおられることと思います。しかし、多くの先生方は、経験がないために、通

常の学級との違いに戸惑ったり、不安や悩みをもたれたりするのではないでしょうか。 

 今回の「特別支援教育つうしん」では、そうした戸惑いや不安、悩みに応え、特別支援学級担

任としての指導・支援の一助となればと考え、「特別支援学級担任のためのハンドブック－改訂

版－」を紹介します。 

 この「ハンドブック」は、当センターの平成23年度プロジェクト研究の成果物として、平成

24年２月に発刊したものを随時改訂してきたものです。その概要を、次の目次で御覧いただけ

たらと思います。 

「特別支援学級担任のためのハンドブック－改訂版－」 
＊ はじめに ６ 障害の状態等に応じた指導 

１ 特別支援学級担任になって （１）教科別に指導を行う場合 

（１）１年間の主な学級事務 
（２）道徳科、外国語活動、特別活動、自立活動の時 

  間を設けて指導を行う場合 

（２）４月第１週にしておきたいこと （３）各教科等を合わせて指導を行う場合 

（３）その他の４月当初の学級事務 ７ 個別の指導計画 

２ 教室環境 ８ 個別の教育支援計画 

３ 教育課程 ９  交流及び共同学習 

（１）特別の教育課程の編成 10  保護者との連携 

（２）特別の教育課程編成の手順 11  各種援助制度 

４ 自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程の編成 ★巻末資料 ①学習指導案様式例 

５ 知的障害特別支援学級の教育課程の編成       ②自立活動〈手順編〉 

      ③自立活動〈実践編〉 

      ④自立活動学習指導案様式例 

＊おわりに 

【目 次】 



 ４月から初めて特別支援学級の担任になる方はもちろん、引き続き担任をされる方にも、「改

訂版」を是非活用していただき、児童生徒の迎え入れと新学年でのスムーズな学校生活がスター

トすることを願っています。 

 特に、初めて特別支援学級の担任になる方は、「改訂版」の「１ 特別支援学級の担任になっ

て」を読まれると、担任としての大まかな１年間の見通しと、当面４月にすべき具体的な仕事を

把握する手がかりになるのではないかと思います。なお、「改訂版」については、当センター

Webページの次の場所からダウンロードできますので、活用してください。 

 

  http://www.edu-

ctr.pref.okayama.jp/gakkoush

ien/tokubetusien/pdf/tokusin

tanhandobukkukaiteiban.pdf 

ぜひ、早いうちに読

んでみてください！ 


